
○裁判例一覧表（令和４年度　公益通報等に関する裁判例の収集・分析業務）

№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

1 平成19年９月11日 松山地裁
平成17年
（ワ）第68号

偽造領収書の作成を手段としたＢ都道府県警察における捜査費
等不正支出問題について記者会見を行った同警察警察官である
原告Ａが、上司らにより違法に記者会見を妨害され、記者会見を
行ったことに対する報復目的で違法にけん銃保管、配置換及び勤
勉手当の減額の処置を受けたと主張して、被告Ｂ都道府県に対
し、国家賠償法１条１項に基づき、慰謝料100万円の支払を求めた
事案。

　被告Ｂは、原告Ａに対し、100万円を支払え。 　被告Ｂは、原告Ａに対し、100万円を支払え。 　Ｂ都道府県警の捜査費等不正支出問題を告発した同警察警察官である原告Ａに対する
説得行為や配置換え及び勤勉手当の減額の処置等が、社会通念上著しく不合理である
等として違法とされ、慰謝料100万円の支払を命じた。

№４
判秘

Ｌ06250599

2 平成19年10月30日 京都地裁
平成19年
（ヨ）第243
号

平成19年４月４日に同年５月20日をもって雇止めにする旨を通告
された原告Ａが、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に
定めることを求めるとともに、賃金の仮払を求めた事案。
　公益通報に係る原告Ａの主張は次のとおり。
白タク行為は、道路運送法違反行為であり、通報対象事実に当
たる。同事実を行政機関に通報することは、公益通報者保護法に
よって保護される公益通報である。債権者の通報は、専ら違法行
為の是正の目的でなされたものであり、不正の目的は認められ
ず、債権者は、Ｃらに対する聞き取り調査等を通じて、白タク行為
を認めるＦ所長らの供述を得るとともに、それを裏付ける偽装され
た走行記録や営業日報をも入手していたのだから、真実相当性の
要件も満たしている。債権者の公益通報行為を理由とする解雇等
は許されず、本件雇止めは無効である。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地位
にあることを仮に定める。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成19年６月から本案判決確定
日まで毎月28日限り１か月金20万4354円を仮に支払え。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有
する地位にあることを仮に定める。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成19年６月から本
案判決確定日まで毎月28日限り、１か月金20万円
を仮に支払え。

債務者の就業規則によれば、本件当事者間の法律関係はある程度の継続が期待され
ていたと解されるから、高齢労働者であることをもって、雇止めに当たっては解雇の法理
が類推適用されないものと解することはできないとし、また、使用者が雇止めの意思表示
の際に明示していなかった理由を訴訟上主張することは許されるが、雇止めが懲戒解雇
事由の存在を根拠として、実質的に懲戒解雇の趣旨でなされた場合においては、懲戒解
雇事由以外の普通解雇事由に該当するに過ぎないような解雇理由を主張することは許さ
れないとしたうえで、本件雇止めが「組合の懲罰委員会で制裁を受けた者」に該当するこ
と唯一の理由として雇止めをしており、これが懲戒解雇の趣旨でなされたものであること
は明らかであるため、同事由以外の雇止めの理由を主張は許されない。使用者が労働
組合に対する義務の履行として使用者が行う雇止めは、雇止めの義務が発生している場
合に限るところ、労働組合による制裁処分は著しく裁量を濫用したものとして無効であると
して、労働契約上の地位の保全及び１か月20万円の賃金の仮払の必要性がある。

－
TKＣ

28141047

3 平成19年11月21日 東京地裁
平成18年
（ワ）第3798
号

原告Ａが、従前原告Ａの従業員であった被告Ｂ１に対し、同人が
原告Ａの取引先に対して、原告Ａの機密書類を無断で持ち出すな
どして複写し、第三者に交付・開示するという不当な方法で、事実
と異なる内容の脅迫的文言を用いた告発を行ったため、これらの
行為がなければ継続したはずの原告Ａと取引先及び原告Ａの子会
社と取引先との取引がいずれも解消され一年間の売上利益相当
額の損失を被った。
さらに、事実調査や取引先との対応、社内機密を守るための防
犯カメラの設置、鍵の変更などの費用がかかり、本件訴訟の提起
にも弁護士費用がかかったとして、被告Ｂ１に対しては不法行為に
基づく損害賠償請求を理由に、その父被告Ｂ２に対しては被告Ｂ１
が原告Ａに入社した際に原告Ａとの間で締結した身元保証契約に
基づき、連帯して4,465万7004円及びこれに対する民法所定の遅延
損害金（年５分）の支払を求めた事案。

被告Ｂらは、原告Ａに対し、連帯して4,465万7004円及びこれ
に対する被告Ｂ１は平成18年３月７日から、被告Ｂ２は平成18
年３月６日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 資料をコピーして持ち出した告発の手段・方法は社会的相当性を逸脱するものではない
として、本件告発は正当行為として違法性を阻却するとし、原告Ａの請求を棄却した。

－
TKＣ

28140716

4 平成20年９月30日 高松高裁
平成19年
（ネ）第312
号

偽造領収書の作成を手段としたB都道府県警察における捜査費
等不正支出問題について記者会見を行った同警察警察官である
被控訴人Aが、上司らにより違法に記者会見を妨害され、記者会
見を行ったことに対する報復目的で違法にけん銃保管、配置換え
及び勤勉手当の減額の処置を受けたと主張して、控訴人B都道府
県に対し、国家賠償法１条１項に基づき、慰謝料100万円の支払を
求めたのに対して、原審が被控訴人Aの請求を認容したため、控
訴人B都道府県が控訴した事案。
　№１の控訴審

１　原判決を取り消す。
２　被控訴人Ｂの請求を棄却する。

　本件控訴を棄却する。 B都道府県警警察官である被控訴人Aが、B都道府県警の捜査費等不正支出問題に関
して行った内部告発の記者会見に関して、上司らがその記者会見前に被控訴人Aと面会
等した行為に違法はなく、被控訴人Aのけん銃を保管した措置も違法ではないものの、被
控訴人Aの配置換えしたこと及び勤勉手当を減額したことは社会通念上著しく妥当性を欠
く（ないし不合理である）として違法とし、控訴人B都道府県に対して100万円の慰謝料の
支払を命じた。 №１

TKＣ
28142121

5 平成20年９月30日 東京地裁
平成19年
（ワ）第1743
号

被告Ｂに雇用されていた原告Ａが、被告Ｂに解雇されたため、被
告Ｂに対し、雇用契約上の地位の確認、賃金及び遅延損害金の支
払を求め、かつ、被告Ｂから嫌がらせをされるなどしたとして、不法
行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案。
　公益通報に係る原告Ａの主張は次のとおり。
第１次解雇は原告Ａが①ないし④について公益通報をしたことに
よるもので無効である。①労働契約書が、労働契約の内容を明ら
かにしておらず、労働基準法15条違反である、②原告Ａの平成17
年10月の給与が労働時間に応じた一定額の支払をしていないこと
から同法27条違反である、③同月の給与から支給全額を控除し、
支払額を０としており、同法24条違反である、④被告Ｂが強制労働
をさせようとしたことが同法５条、17条違反である。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有することを
確認する。
２ 被告Ｂは原告Ａに対し、平成18年６月30日から本裁判確
定の日まで、毎月28日限り74万5020円及びこれに対する各
支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員を
支払え。
３　被告Ｂは原告Ａに対し、150万円を支払え。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有
する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは原告Ａに対し、平成18年６月30日から
本裁判確定の日まで、毎月28日限り25万円及びこ
れに対する各支払日の翌日から支払済みまで年６
分の割合による金員を支払え。

被告Ｂのタクシー運転手としてタクシー運転業務中に後方から２トントラックに追突され
るという事故を起こし受傷した。原告Ａは事故により深視力の検査に複数回不合格となり
二種免許を喪失し、パソコンの画面も５分以上続けて見ることができなくなった。
１ 原告Ａがタクシー乗務員として稼働できなくなったこと、配転拒否をしたことを理由と
する第１次解雇について、原告Ａのタクシー運転手としての採用が職種限定契約に基づく
とはいえず、免許取消を解雇事由とする就業規則の定めも労働者の帰責的・懲戒的要素
を考慮したものであり無効である。
２ その後清掃業務に従事するようになった原告Ａに対する無断欠勤を理由とする第２
次解雇について、原告Ａが出社しなくなった背景には被告Ｂが原告Ａを退職に追い込もう
として過酷な労働をさせたことにあり無効である。

№７
TKＣ

25421398

【本資料に関する注記】
※　関係裁判例等に記載の番号は、令和４年度「公益通報等に関する裁判例の収集・分析業務」における
　　「裁判例一覧表」及び「論点整理表」記載の裁判例に記載している番号と符合する。
※　本資料掲載の公益通報者保護法をはじめとする法律の条数は、全て判決等の時点のもの。
※　掲載データベース欄における略称は次のとおり。
　　　Ｗ　Ｌ：Westlaw Japan　　　　　　Ｄ　１：D1-Law.com
　　　ＴＫＣ：TKCローライブラリー　　　判　秘：判例秘書
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

6 平成20年11月10日 神戸地裁
平成19年
（ワ）第1707
号

司法書士である被告Ｂの事務員であった原告Ａが、被告Ｂの裁
判外代理権逸脱行為の存在を主張して公益通報をしたところ、被
告Ｂから退職を強要されたとして損害賠償を請求するとともに、退
職合意は無効であるとして労働契約上の地位確認等を求めた事
案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成19年７月25日以降、毎月25
日限り、各15万円の金員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、45万円及びこれに対する平成19
年６月26日から完済まで年５分の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、220万円及びこれに対する平成
19年３月１日から完済まで年５分の割合による金員を支払
え。

被告Ｂは、原告Ａに対し、170万円及びこれに対
する平成19年３月１日から完済まで年５分の割合
による金員を支払え。

１ 被告Ｂは過失により公益通報者保護法が禁ずる違法な行為をしたものであるから、民
法709条により不利益な取扱いによりＡに生じた損害を賠償すべき義務を負う。退職を余
儀なくされ多大な精神的苦痛を受けたことは明らかであるところ、本件に現れた全ての事
情を総合すれば、その苦痛を慰藉するための慰謝料の額は150万円とするのが相当であ
る。また、被告Ｂの違法行為と相当因果関係にある弁護士費用としては20万円が相当で
ある。
２ 公益通報者保護法は、公益通報を理由とする解雇や不利益な取扱いを禁じている
が、労働契約を解消する法律行為（合意）を無効とする旨の規定を置いていない。不利益
な取扱いを受けた労働者が職場を離れる自由を制限すべきではなく、退職を選択するこ
と自体を強行法規で禁ずることはできないと思われる。したがって、公益通報者保護法に
より、直接的に、本件労働契約の解除合意が無効になると解すべき根拠はない。被告Ｂ
が、自己の違法行為を十分自覚しながら、公益通報者（原告Ａ）を逆恨みして退職を強い
たという事実関係まではないのであり、前記認定の事実関係に照らせば、本件退職合意
が公序良俗に違反するとまでいうことは困難であるので、退職合意が効力を有しないこと
を前提とする原告Ａの地位確認及び賃金不払請求は理由がない。

№12
ＷＬ

2008WLJPＣ
Ａ１1106002

7 平成21年３月17日 東京高裁

平成20年
(ネ)第5402
号

平成21年
(ネ)第523号

控訴人Bに雇用されていた被控訴人Aが、控訴人Bに解雇された
ため、控訴人Bに対し、雇用契約上の地位の確認、賃金及び遅延
損害金の支払を求め、かつ、控訴人Bから嫌がらせをされるなどし
たとして、不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求
めた事案で、控訴人Bが控訴した事案。
　№５の控訴審。

１ 控訴人Bの控訴に基づき原判決の主文第１項及び第２項
を取り消す。
２ 上記の取消しに係る部分についての被控訴人Aの請求を
いずれも棄却する。

１ 控訴人Bの控訴に基づき原判決の主文第１項
及び第２項を取り消す。
２ 上記の取消しに係る部分についての被控訴人
Aの請求をいずれも棄却する。

被控訴人Ａの雇用契約上の地位の確認請求及び賃金の支払請求はいずれも理由がな
くこれを棄却すべきと判断した。

№５ －

8 平成21年４月20日 金沢地裁
平成17年
（ワ）第647
号

被告Ｂが設置する被告Ｂ大学の大学院医学系研究科の准教授
である原告Ａが、被告Ｂが原告Ａに対しＢ大学医学部附属病院（被
告病院）での診療につき診療停止命令をしたのは違法であるとし
て、被告病院において初診患者の診療ができる雇用契約上の地
位の確認と慰謝料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から年５
分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

１ 原告Ａは、被告Ｂに対し、被告病院において、初診患者に
関わる外来診察、検査及び手術を行うことができる雇用契約
上の地位を有することを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、600万円及びこれに対する平成
17年12月27日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

１ 原告Ａは、被告Ｂに対し、被告病院において、
初診患者にかかわる外来診察、検査及び手術を
行うことができる雇用契約上の地位を有することを
確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、550万円及びこれに対
する平成17年12月27日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
３　原告Ａのその余の請求を棄却する。
４　訴訟費用は被告Ｂの負担とする。
５ この判決は、第２項に限り、仮に執行すること
ができる。

本件診療停止命令は、准教授の地位を有する原告Ａに看過し難い不利益を殊更に課し
たということができ、上記内部告発に対する制裁的意図に基づき懲戒手続を潜脱して行
われた原告Ａに対する差別的取扱いと評価されてもやむを得ない行為であるとし、業務
上の必要性を欠き、社会通念上著しく合理性を欠くものといわざるを得ず、業務命令権を
濫用するものとして無効であることは明らかとして、准教授の地位を認め、慰謝料請求も
認容した。

－
判秘

Ｌ06450261

9 平成21年６月８日
山口地裁
岩国支部

平成20年
（ワ）第193
号

被告Ｂ協同組合の職員として雇用されていた原告Ａが、現監事Ｃ
に対する貸付けが貸付規程違反であるとして、当該契約書を持ち
出した行為について、個人情報を漏えいしたなどとして、被告Ｂか
ら懲戒解雇されたが、当該懲戒解雇は就業規則上の根拠なく行わ
れた無効なものであるとして、被告Ｂに対し、従業員たる地位にあ
ることの確認を求めるとともに、定年退職後再雇用されなかったこ
とについて原告Ａが従業員たる地位であることの確認を求めた事
案。

１　原告Ａは被告Ｂの従業員たる地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは原告Ａに対し、3,722万5713円及びこれに対する
平成20年９月３日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
３ 被告Ｂは原告Ａに対し、平成20年８月から本判決確定に至
るまで毎月末日限り16万4230円を支払え。

１ 被告Ｂは、原告Ａに対し、3,350万3793円及びこ
れに対する平成20年９月３日から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
２　原告Ａのその余の請求を棄却する。

原告Ａの行為は本件規則63条１項に定める懲戒事由に該当する適確な主張立証がな
いため、本件懲戒解雇は、その要件を具備しないもので、無効である。
原告Ａ被告Ｂ間の定年後再雇用は、新たな労働契約の締結であり、その内容に双方の
合意を要することが当然の前提となっているとともに、被告Ｂには再雇用する者を選別し
再雇用を拒否することができる地位が留保されているのであって、原告Ａが定年後当然
に再雇用されたということはできないとした。 控訴

TKＣ
25460074

10 平成21年６月12日 東京地裁
平成19年
（ワ）第
12413号

被告Ｂ財団の総務部長の地位にあった原告Ａが、被告Ｂの常務
理事兼事務局長に、パワハラやセクハラに該当すると思われる不
適切な行為があるとして理事長に報告文書を提出したところ、不当
に降格配転され、さらに具体的根拠もなく、合理性を欠いた不当な
懲戒処分としての諭旨解雇をされたとして、被告Ｂに対して、その
労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるととも
に、未払の賃金・賞与や慰謝料1,000万円の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２　被告Ｂは、原告Ａに対し、
（１）平成18年10月から本案判決確定に至るまで毎月25日限
り金53万7574円
（２）平成18年12月から、毎年12月10日限り金103万7179円、
６月30日限り金95万4165円及びこれらに対する遅延損害金を
支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、金1,000万円及びこれに対する平
成18年９月26日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有
する地位にあることを確認する。
２　被告Ｂは、原告Ａに対し、
（１）平成18年10月から本判決確定に至るまで毎月
25日限り金53万7574円
（２）平成18年12月から、毎年12月10日限り金103
万7179円、６月30日限り金95万4165円及びこれら
に対する各支払日から支払済みまで年５分の割合
による金員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、金50万円及びこれに
対する平成18年９月26日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
４　原告Ａのその余の請求を棄却する。

被告Ｂの総務部長の地位にあった原告Ａが、被告Ｂの常務理事兼事務局長のパワハラ
やセクハラに該当すると思われる不適切な言動についての報告書を被告Ｂの理事長に提
出したこと及び同報告書の内容を漏洩したことなどを理由とする諭旨解雇が、重きに失
し、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず権利の濫用と
して無効であるとした。

－
TKＣ

25451365

11 平成21年８月31日 東京地裁

平成20年
（ワ）第
17767号

平成21年
（ワ）第1955
号

試用期間中に被告Ｂ１から解雇された原告Ａが、解雇の効力を争
い、地位確認及び賃金請求をするとともに【第１事件】、被告Ｂ２、Ｂ
３から嫌がらせやプライバシー侵害をされた、あるいは所属労働組
合書記長被告Ｂ４が職務を適正に遂行しなかったとして、同人らに
慰謝料請求【第２事件】をした事案。

【第１事件】
１ 原告Ａが被告Ｂ１との労働契約上の権利を有する地位に
あることを確認する。
２ 解雇後の賃金月額47万3000円の支払及びこれらに対す
る年６分の割合による金員を支払え。
【第２事件】
１ 原告Ａは被告Ｂ２、Ｂ３により嫌がらせ及びプライバシー侵
害等を理由として不法行為に基づく慰謝料を求める。
２ 被告Ｂ４に対し社内の労働組合の職長として職務を適正
に遂行しなかったことを理由として債務不履行に基づく慰謝料
を求める。

１ 第１事件に係る訴えのうち、原告Ａが被告Ｂ１に
対し本判決確定の日の翌日以降の毎月25日限り
47万3000円及びこれらに対する各支払期日の翌
日から支払済みまで年６分の割合による金員の各
支払を求める部分をいずれも却下する。
２ 原告Ａの第１事件にかかるその余の請求及び
第２事件に係る請求をいずれも棄却する。

被告Ｂ１の解雇は留保解約権の行使であるから通常の解雇より緩やかな基準で判断さ
れるべきところ、原告Ａには経歴詐称のほか、不適切な副業活動等も認められるから、解
雇に違法性はない。被告Ｂ２、Ｂ３による違法行為の事実は認められず、被告Ｂ４も個人
として原告Ａに契約法上の義務を負うものではない。

№16
ＷＬ

2009WLJPＣ
Ａ08318011
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

12 平成21年10月16日 大阪高裁

平成20年
（ネ）第3075
号

平成21年
（ネ）第307
号

司法書士である控訴人Ｂの事務員であった被控訴人Ａが、控訴
人Ｂの裁判外代理権逸脱行為の存在を主張して公益通報したとこ
ろ控訴人Ｂから退職を強要されたとして損害賠償をし、退職合意は
無効であるとして労働契約上の地位確認等を求めた事案。
　№６の控訴審。

【控訴の趣旨】
１　原判決中控訴人Ｂの敗訴部分を取り消す。
２　被控訴人Ａの請求をいずれも棄却する。
【附帯控訴の趣旨】
１　原判決を次のとおり変更する。
２ 被控訴人Ａが、控訴人Ｂに対し、雇用契約の権利を有する
地位にあることを確認する。
３ 控訴人Ｂは、被控訴人Ａに対し、平成19年７月25日以降毎
月25日限り各15万円の金員を支払え。
４ 控訴人Ｂは、被控訴人Ａに対し、45万円及びこれに対する
平成19年６月26日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
５ 控訴人Ｂは、被控訴人Ａに対し、220万円及びこれに対す
る平成19年３月１日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

本件控訴及び本件控訴附帯控訴をいずれも棄
却する。

司法書士の裁判外代理権を認める訴額「140万円を超えない」の解釈につき異なる見解
があり公権的解釈も未確立の状況では一方の見解に立ち控訴人Ｂが司法書士として業
務を行ったことが違法とは一概にはいえないが、明らかに紛争の目的の価額が140万円
を超えた本件代理行為の一部は非弁行為に当たる。そして、控訴人Ｂは被控訴人Ａに対
し過失により公益通報者保護法で禁ずる不利益な取扱いをしているとして賠償請求のみ
一部認容した原判決を維持した。

№６
ＷＬ

2009WLJPＣ
Ａ１0166010

13 平成21年10月30日 佐賀地裁
平成20年
（行ウ）第3
号

原告Ａが、被告Ｂに対し、Ｂ市区町村長がした停職２か月の懲戒
処分の取消しを求めるとともに、上記懲戒処分により精神的苦痛を
受けたとして、国家賠償法１条１項に基づき、損害金330万円及び
これに対する上記懲戒処分の日である平成18年５月22日から支払
済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求
めた事案。

１ Ｂ市区町村長が原告Ａに対し平成18年５月22日付けでし
た停職２か月（平成18年６月１日から平成18年７月31日まで）
の懲戒処分を取り消す。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、330万円及びこれに対する平成
18年５月22日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 原告Ａが組合理事や市議らに組合職員らの給与所得情報や組合の預金残高証明書の
写しを漏えいさせた行為について、地方公務員法34条１項（一部行為はＢ市区町村個人
情報保護条例３条２項）に違反し、これにより公務の運営に重大な支障を生じさせたもの
であること、仮に公益通報が目的であったとしても、必要やむを得ない漏えい行為であっ
たとは認め難いこと等から、停職２か月という懲戒処分が重きに失すると認めるに足りる
事情は見当たらないとして原告Ａの請求をいずれも棄却した。

－
判秘

Ｌ06451349

14 平成22年１月15日 東京地裁
平成20年
（ワ）第4156
号

原告Ａは、被告Ｂ１の取引先であるＣから二人目の転職者が、転
職とともに某システム受注の「おみやげ」を持ってくる行為を上司Ｂ
２に通報した(在職中に正当に取得でき得るＣ内の営業秘密を、転
職後に不正使用、開示することを約束して、転職の便宜を図って、
刑事罰の対象となる不正競争防止法第21条２項５号関連の共犯
行為がまさに生じようとしていると原告Ａが思料したことに基づく)と
ころ、被告Ｂ１が原告Ａに対し異なる職種への本件配転命令をした
ことにつき、公益通報者保護法違反であり、権利の濫用であるとし
て、被告Ｂ１に対する本件配転命令無効確認並びに、被告Ｂ１、Ｂ
２及び配転前の原告Ａの上司被告Ｂ３に対する不法行為を理由と
して損害賠償請求をした事案。

１ 原告Ａが被告Ｂ１の部長付きとして勤務する雇用契約上の
義務がないことを確認する。
２ 被告Ｂらは連帯して金1,000万円及びこれに対する平成20
年２月28日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 本件配転命令は権利の濫用とは認められず、本件配転命令について就業規則34条「正
当な理由」は認めることができないから、原告Ａの主張は前提を欠き、理由がない。原告
Ａが、被告Ｂ２やコンプライアンス室に通報をしたことを理由に本件配転が命じられたとは
認められない。

№24
TKＣ

25463175

15 平成22年１月25日 神戸地裁
平成20年
（ワ）第3263
号

被告Ｂの従業員である原告Ａが、被告Ｂが原告Ａに対してした被
告Ｂに在籍のままＣ社へ派遣するとの命令は、業務上の必要性が
ないのに、原告Ａが被告Ｂにおける監理技術者資格者証の不正取
得問題について内部通報を行ったことに対する報復措置としてされ
たもので無効であるとして、C社における労務提供義務がないこと
の確認を求めるとともに、人格権侵害に基づく慰謝料及び弁護士
費用合計110万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた
のに対し、被告Ｂは、原告Ａに対する派遣命令は、配属部署の廃
止等の業務上の必要性に基づき、従業員の年齢、能力及び適性
を考慮して行われたもので有効であり、被告Ｂが原告Ａの人格権を
侵害した事実はないとして争っている事案。
なお、原告Ａが上記内部通報をしたのは平成18年４月の公益通
報者保護法の施行前であるが、本件において、もともと、被告Ｂ
は、原告Ａが行った内部通報が不当なものであるとの主張はして
おらず、原告Ａのした内部通報の正当性及び保護要件の有無は本
件の争点ではない。
本件は、原告Ａが被告Ｂを相手方として申し立てた労働審判事件
（神戸地裁平成20年（労）第52号事件）において、平成20年11月18
日、申立てを棄却する審判がされたのに対し、同月19日、原告Ａが
異議を申し立て、訴訟手続に移行した事案。

１ 原告Ａと被告Ｂの間で、原告ＡがＣ社において労務を提供
する義務のないことを確認する。
２ 被告Ｂは原告Ａに対し、110万円及びこれに対する平成20
年８月15日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 　裁判所は、被告Ｂ就業規則の規定などから、被告Ｂは、原告Ａの個別的同意なしに被告
Ｂの従業員としての地位を維持しながら派遣先においてその指揮監督の下で労務を提供
することを命ずる派遣命令を発令することができる、被告Ｂが原告Ａの内部通報に対する
報復として派遣命令を行った事実を認めるには足りず、その他権利の濫用に当たるという
こともできないとして派遣命令の有効性を認め、不法行為に基づく賠償請求も棄却した。

－
判秘

Ｌ06551117

16 平成22年２月18日 東京高裁
平成21年
(ネ)第5508
号

試用期間中にＢ１から解雇された控訴人Ａが、原審判決中被控
訴人Ｂ２、Ｂ３から嫌がらせやプライバシー侵害をされたとして、慰
謝料を請求したが原審で棄却されたため、原審被告中Ｂ２及びＢ３
に対してのみ控訴した事案。
　№11の控訴審。

１ 原判決中、控訴人Ａの被控訴人Ｂ２及びＢ３に対する各請
求を棄却した部分を取り消す。
２ 被控訴人Ｂ２は、控訴人Ａに対し、10万円及びこれに対す
る平成19年９月26日から支払済みまで年６分の割合により金
員を支払え。
３ 被控訴人Ｂ３は、控訴人Ａに対し、10万円及びこれに対す
る平成19年９月26日から支払済みまで年６分の割合により金
員を支払え。

　本件控訴を棄却する。 被控訴人Ｂ２、Ｂ３は、ＣＢ１社所定の手続を経た上で、控訴人Ａの電子メールデータに
アクセスしたものであって、その目的はパソコンやネットワークシステムのセキュリティ保
持や従業員による適正な使用の確認という合理的なものであり、その手続もＢ１社の社内
手続を経た適正なものといえるから、不法行為は成立しない。

№11 －

17 平成22年３月18日 大阪地裁
平成21年
（ヨ）第
10058号

債務者Ｂから債務者Ｂの代表者の不正（横領や不正経理等）の
報告を親会社に対し繰り返したなどとして懲戒解雇された債権者Ａ
が、①雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めること
及び②賃金の仮払を求めた事案。

１ 債権者Ａが債務者Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する
地位にあることを仮に定める。
２ 債務者Ｂは、債権者Ａに対し、平成21年７月25日以降本案
の第一審判決言渡しに至るまで、毎月25日限り、月額37万
8230円の割合による金員を仮に支払え。

　債権者Ａの申立てをいずれも却下する。 報告内容について真実であると信じるにつき相当な理由もない事実は、債務者Ｂの代
表者の人格や職務遂行上の公正さ、さらには廉潔さを疑わせるものであるばかりでなく、
犯罪行為を行っている旨の摘示も含まれており、極めて悪質な讒言（ざんげん）とも言え
るものであり、また、債務者Ｂの会社運営について、不正や不公正なことが行われている
旨の事実摘示も含まれていることを踏まえ、懲戒解雇することは、客観的に合理的な理
由があり、社会通念上相当と認められるとし、申立てを却下した。

－
判秘

Ｌ06551139
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ベース

18 平成22年６月23日 大阪地裁
平成21年
（ヨ）第
10086号

債務者Ｂの債権者Ａに対する平成21年９月27日付けでなした解
雇（懲戒解雇及び予備的に普通解雇）が無効であることを理由とし
て、債権者Ａが債務者Ｂに対し、労働契約に基づく賃金及び賞与
の仮払を求めた事案。

債務者Ｂは、債権者Ａに対し、平成21年10月末日以降本案
の第一審判決言渡しに至るまで、毎月末日限り、金43万5000
円の割合による金員及び毎年７月及び12月末日限り、金30
万円を、仮に支払え。

１ 債務者Ｂは、債権者Ａに対し、43万円及び平成
22年６月から本案の第一審判決言渡しに至るま
で、毎月末日限り、月額43万円の割合による金員
を仮に支払え。
２　債権者Ａのその余の申立てを却下する。

債権者Ａが取締役就任後も取締役兼従業員たる地位にあったとの認定を前提に、債権
者Ａが債務者Ｂの役員らを告発したことなど債務者Ｂが挙げる解雇の原因事実につき、
現段階においていずれも客観的に合理的な解雇理由に関する事実の疎明が十分である
とは言い難く、解雇権ないし懲戒権を濫用するもので無効とし、債権者Ａの取締役就任ま
での従業員としての月額賃金を43万5000円と認め、債権者Ａの生活状況からすると同額
の範囲で保全の必要性を認めるのが相当として申立てを一部認容し、その余（賞与請求
に係る申立てを含む）を却下した。

－
判秘

Ｌ06551169

19 平成23年１月28日 東京地裁
平成21年
（ワ）第
23314号

原告Ａが、被告Ｂの行った懲戒解雇は無効であるとして、被告Ｂ
に対し、雇用契約に基づき、上記懲戒解雇時から定年退職時まで
の未払賃金（役付手当を含む。）及びこれに対する各支払期日の
翌日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金
の支払を求めた事案。

被告Ｂは、原告Ａに対し、363 万6000円及びうち各賃金支給
額に対する各賃金支払日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。

　原告Ａの請求を棄却する。 　本件内部告発は正当なものとは認められず、その違法性は阻却されない。
懲戒解雇の対象となり得る「客観的に合理的な理由」があるものといえ、かつ「社会通念
上相当であると認められない場合」には該当しない。

№25
TKＣ

25470852

20 平成23年２月２日 松江地裁
平成21年
（ワ）第433
号

協同組合の一支部である被告Ｂの従業員であった原告Ａが、被
告Ｂに対し、解雇無効を主張して雇用契約上の地位確認及び未払
賃金等の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、88万7283円及び平成21年11月
15日から本判決確定の日まで、毎月15日限り月額37万1700
円の割合による金員並びにこれらに対するそれぞれ支払期
日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、88万7283円及び平成
21年11月15日から本判決確定の日まで、毎月15
日限り月額37万1700円の割合による金員並びにこ
れらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。

原告Ａは、上司が席を外していた際に、無断で同人のパソコンから情報を取得した事実
が認められるものの、その目的は、被告Ｂに生じていた契約偽装問題等を行政機関等へ
通報する際の資料とするためであったと推認でき、内部通報の資料として取得する必要
性も高かったといえる上、その他の取得情報も少なくとも被告Ｂの職員であり通報者でも
ある原告Ａに秘匿されるような内容のものであったとはいい難く、原告Ａの取得した情報
が行政機関以外の外部に流出した事実、被告Ｂに情報流出による損害が発生した事実も
認められない。むしろ被告Ｂらにとって利益となったともいえることなどを総合考慮すれ
ば、原告Ａの行為は被告Ｂの就業規則上の解雇事由には当たらず、本件解雇は無効で
ある。

№33
ＷＬ

2011WLJPＣ
Ａ02026003

平成21年
（ワ）第
16152号

東京地裁21

被告Ｂが経営する税理士事務所において稼働していた原告Ａ
が、被告Ｂに対し
１ 被告Ｂから、平成20年６月に解雇されたが、当該解雇は無効で
あるとして、ア)雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
イ)上記解雇後の同年７月１日から本判決確定の日までの賃金、賞
与及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所
定の年５分の割合による各遅延損害金の支払を求める。
２ 賃金が未払であるとして、ア)平成20年２月分の未払賃金11万
4000円及びこれに対する支払日の翌日である同年３月１日から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払、
イ)同年６月分の未払賃金11万4000円及びこれに対する支払日の
翌日である同年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割
合による遅延損害金の支払を求める。
３ 上記解雇等が不法行為に該当するとして、慰謝料等の損害賠
償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成20年７月１日から本判決確
定の日まで毎月末日限り11 万4000 円、毎年７月末日限り11
万円及び毎年12月末日限り20万円並びにこれらに対する各
支払日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、11万4000円及びこれに対する平
成20年３月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、11万4000円及びこれに対する平
成20年７月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
５ (１) 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成20年６月19日から本判
決確定の日まで毎日限り１万3851円及びこれらに対する各支
払日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
(２)ア 被告Ｂは、原告Ａに対し、164万8000円及びこれに対
する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。
イ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成21年５月から本判決確

定の日まで毎月末日限り16万4800円及びこれらに対する各
支払日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
(３)ア 被告Ｂは、原告Ａに対し、120万円及びこれに対する
平成20年12月19日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。
　　イ（ア）　被告Ｂは、原告Ａに対し、５万1062円及びこれに対
する平成21年２月19日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
（イ） 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成21年２月から同年10月
まで毎月末日限り１万1500円及びこれらに対する各支払日の
翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（ウ） 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成21年11月から本判決確
定の日まで毎月末日限り１万3900円及びこれらに対する各支
払日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
ウ 被告Ｂは、原告Ａに対し、69万8370円及びこれに対す

る平成21年５月１日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。
エ（ア） 被告Ｂは、原告Ａに対し、59万9250円及びこれに

対する平成21年５月１日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
（イ） 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成21年５月から本判決確
定の日まで毎月末日限り13万3000円及びこれらに対する各
支払日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
オ 被告Ｂは、原告Ａに対し、39万6753円及びこれに対す

る訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
(４) 被告Ｂは、原告Ａに対し、908万4416円及びこれに対

する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。

１ 被告Ｂは、原告Ａに対し、22万8000円並びにう
ち11万4000円に対する平成20年３月１日から支払
済みまで年５分の割合による金員及びうち11万
4000円に対する同年７月１日から支払済みまで年
５分の割合による金員並びに同日から平成22年８
月12日まで毎月末日限り11万4000円の割合によ
る各金員及びこれらに対する各支払日の翌日から
支払済みまで年５分の割合による各金員を支払
え。

原告Ａと被告Ｂ間の契約は、被告Ｂの指揮監督等に照らし、一貫して雇用契約であった
とした上、平成20年解除は無効であるが、原告Ａが被告Ｂの顧客等に対し、原告Ａの逮捕
が近い、被告Ｂが破綻寸前であるなどと述べたことや、守秘義務を負うデータを抜き出し
た行為は、いずれも被告Ｂとの労働契約上の信頼関係を破壊する行為であるとして平成
22年解除の有効性を認め、平成20年解除につき不法行為は成立しないが未払賃金の存
在は認められる。

ＷＬ
2011WLJPＣ
Ａ03308006

№29平成23年３月30日
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等
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22 平成23年５月30日 東京地裁
平成22年
（ワ）第
41485号

原告Ａが、被告Ｂらに対し、公益通報を行ったことに対する報復と
して、被告Ｂらにより再雇用から排除されたと主張して、不法行為
に基づく損害賠償金445万8410円及びこれに対する遅延損害金の
支払を求めた事案。

被告Ｂらは、原告Ａに対し、各自445万8410円並びにこれに
対する被告Ｂ１及びＢ３については平成22年11月14日から、
被告Ｂ２については同月16日から各支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 認定事実から、被告Ｂらにおいて原告Ａが公益通報者であることを認識していたと推認
することはできず、他にこれを認める適確な証拠はない。仮に原告Ａが末端の現場担当
者であるＥに公益通報をした事実を告げたとしても、Ｅから被告Ｂらの担当者にその旨が
伝えられ、その結果として、再雇用の手続において原告Ａが不利益な取扱いを受けたこと
を認めるに足りる証拠はない。

－
ＷＬ

2011WLJPＣ
Ａ05308009

23 平成23年６月21日 東京地裁
平成22年
（ワ）第
23700号

原告Ａの従業員であった被告Ｂが、原告Ａの取引先や監督行政
機関に対し、原告Ａの製造する液卵の原料に腐敗した鶏卵が含ま
れている等の虚偽の事実を記載した電子メールを送信するなどし
て、原告Ａの営業を妨害し、信用を毀損したとして、原告Ａが被告Ｂ
に対し不法行為に基づく損害賠償請求権あるいは原告Ａ被告Ｂ間
の雇用契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき、
取引停止に至った取引先に関する逸失利益等の損害賠償及びそ
れらに対する最終の営業妨害行為が行われた平成22年２月６日か
ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支
払を求めた事案。

被告Ｂは、原告Ａに対し、5,135万7289円及びこれに対する
平成22年２月６日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。

　被告Ｂは、原告Ａに対し、3,753万5786円及びこれ
に対する平成22年２月６日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

被告Ｂが摘示した事実の重要部分が真実であるとは認められず、被告Ｂが真実である
と信じたことについて相当な理由があると認められる証拠もないとして、被告Ｂの不法行
為責任を認めて請求を一部認容した。

－
ＷＬ

2011WLJPＣ
Ａ06218003

24 平成23年８月31日 東京高裁
平成22年
（ネ）第794
号

被控訴人Ｂ１の従業員である控訴人Ａが、被控訴人Ｂ１の控訴人
Ａに対する配転命令は上司らによる取引先従業員の雇入れについ
て控訴人Ａが被控訴人Ｂ１のコンプライアンス室に内部通報したこ
とに対する報復であって無効であるなどとして、配転命令に従う義
務のないことの確認を求めるともに、配転命令及び上司らによる嫌
がらせ（パワーハラスメント）は不法行為に該当するとして、被控訴
人Ｂ１、上司被控訴人Ｂ２、Ｂ３に対して損害賠償を請求した事案
で、原審は、第１配転命令には業務上の必要性があり、また、同命
令が、一審原告Ａが取引先企業従業員の雇入れについて一審被
告Ｂ２に意見を述べたりコンプライアンス室に通報したことを理由に
されたものとは認められず、一審被告Ｂ２が第１配転命令後に一審
原告Ａを精神的に追い詰め退職に追い込もうとした事実は認めら
れないなどとして、一審原告Ａの請求をいずれも棄却したため、一
審原告Ａが控訴した事案。
　№14の控訴審。

１　原判決を取り消す。
２　主文第１項(１)と同旨。
３ 被控訴人Ｂらは、控訴人Ａに対し、連帯して1,000万円及び
これに対する平成20年２月28日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。

１ 本件控訴及び当審における訴えの変更に基づ
き、原判決中、被控訴人Ｂ１及びＢ２に関する部分
を次のとおり変更する。
(１) 控訴人Ａが、被控訴人Ｂ１にて勤務する雇用
契約上の義務がないことを確認する。
(２) 被控訴人Ｂ１及びＢ２は、控訴人Ａに対し、連
帯して220万円及びこれに対する平成20年２月28
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

配転命令について人事権の濫用を認めるとともに、配転命令及び嫌がらせについて不
法行為を認定し、原判決を変更して、配転命令に従う義務のないことの確認を認めるとと
もに、被控訴人Ｂ１及びＢ２に計220万円の賠償を命じた。

№14
ＷＬ

2011WLJPＣ
Ａ08316002

25 平成23年９月22日 東京高裁
平成23年
(ネ)第1477
号

控訴人Ａが、被控訴人Ｂの行った降格・減給処分は無効であると
して懲戒解雇日までの給与及び役付手当の未払分の支払い、懲
戒解雇は無効であるとして、懲戒解雇時の翌日から定年退職時ま
での給与等（役付手当を含む。）及びこれに対する各支払期日の
翌日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金
の支払を求めた事案。
　№19の控訴審。

被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、363 万6000円及び及びうち
各賃金支給額に対する各賃金支払日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

　被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、36万4000円及び
うち15万6000円に対する平成21年４月26日から(15
万6000円に対するものは同年５月26日から、うち５
万2000円に対する同年６月26日から)各支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。

本件懲戒解雇は有効であるとして原審の判断を是認しつつ、解職減給処分による給与
等の未払分の請求を認めなかった点は不当であるから変更するとした。

№19 －

26 平成24年４月26日 東京地裁
平成22年
（ワ）第
19765号

学校法人である被告Ｂにおいて「部長」の職位にあった原告Ａが
係長に降格する旨の懲戒処分を受け、係長職に適用される定年に
関する取扱いにより定年退職となったため、本件懲戒処分は違法
無効であり、現在もなお「部長」の職位にあるとして、雇用契約上の
地位確認及び月額給与の支払を求めるとともに、被告Ｂから高圧
的な事情聴取等を受け、違法な懲戒処分により退職を余儀なくさ
れたとして損害賠償を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成22年４月１日以降、本判決
確定の日まで、毎月末日限り、96万6089円及びこれらに対す
る各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金
員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、500万円及びこれに対する平成
22年３月19日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 原告Ａが、複数人に対し、被告Ｂの理事長らの背任横領行為等につき調査するよう求め
た要求書を交付した行為等は、就業規則所定の宣伝流布に該当するなどとして、原告Ａ
の就業規則違反を認め、また、本件懲戒処分は相当であるから裁量権の濫用、逸脱はな
いとした上、原告Ａが、被告Ｂから社会通念に照らして著しく相当性を欠くような高圧的な
事情聴取等を受けたとは認められず、不法行為も成立しないとして、請求を棄却した。

－
TKＣ

25481091

27 平成24年６月15日 大阪高裁
平成23年
（ワ）第3235
号

被控訴人Ｂとフランチャイズ契約を締結していた会社の店舗で勤
務していた控訴人Ａが、同店が被控訴人Ｂの直営店になった際、
被控訴人Ｂから直営後の雇用を拒否されたことについて、被控訴
人Ｂ内に設置された相談部署であるコンプライアンスホットラインに
相談したところ、担当者らが控訴人Ａの相談内容を第三者に漏洩し
たため、控訴人Ａが他の店舗での就労も拒否されることになったな
どとして、被控訴人Ｂに対し、相談内容を漏らさないという合意に反
した債務不履行又は不法行為（民法715条）に基づき、控訴人Ａの
被った損害（得られたはずの給料相当額及び慰謝料）合計１億円
のうち300万円及びこれに対する平成18年２月22日から支払済み
まで年５分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案。
原審は、一審原告Ａの請求をいずれも棄却したので、一審原告Ａ
が控訴した。
なお、原審は、一審相被告Ｂ２（Ｂ１の代表取締役）に対する請求
も棄却したので、一審原告Ａは、これについても控訴したが、控訴
審において、この控訴を取り下げている。

１　原判決を次のとおり変更する。
２ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、300万円及びこれに対す
る平成18年２月22日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

１ 原判決中被控訴人Ｂに関する部分のうち、不法
行為に基づく請求に関する部分を次のとおり変更
する。
２ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、30万円及びこ
れに対する平成18年３月９日から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
３ 控訴人Ａのその余の不法行為に基づく請求を
棄却する。

通報内容の調査は、あくまで通報者、相談者のプライバシーを厳守することを前提とし
ての調査に限定されるべきものであり、そのことによって十分な調査が行えないとしても、
それは制度が本来予定していることであるので、氏名や相談内容を秘匿すべき義務違反
を認め、不法行為に基づく損害賠償請求を認めた。

－
TKＣ

25482311
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28 平成24年８月29日 大阪地裁
平成23年
（行ウ）第17
号

被告Ｂ市区町村の長から懲戒免職を受けた原告Ａが、被告Ｂ市
区町村に対し、本件処分はその理由としている事実の誤認に加
え、裁量権の逸脱又は濫用の違法があるから無効であるとして同
処分の取消しを求めた事案。

被告Ｂ市区町村の長が原告Ａに対し平成22年12月22日付
けでした懲戒免職処分を取り消す。

被告Ｂ市区町村の長が原告Ａに対し平成22年12
月22日付けでした懲戒免職処分を取り消す。

原告Ａには、本件処分の理由となった、河川から取得した金員などの領得行為、上司ら
に対する暴言及び勤務先での器物損壊などの粗暴行為が認められ、各事実はいずれも
悪質であるといえるものの、原告Ａは懲戒処分歴がなく、本件各事実もそれだけでは直ち
に懲戒免職処分とされるべき重大な非違行為とまでは評価できず、被告Ｂ市区町村にも
本件各事実を招いたことにつき応分の帰責事由が認められる上、内部告発をしたなど処
分量定上原告Ａに有利な事情を評価すると、原告Ａに更生の機会を与えずに懲戒免職と
した本件処分は重きに失し、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱、濫用
した違法なものといえる。

－
ＷＬ

2012WLJPＣ
Ａ08296002

29 平成24年９月14日 東京高裁
平成23年
（ネ）第2918
号

被控訴人Ｂが経営する税理士事務所において仕事をしていた税
理士控訴人Ａが、
１ 被控訴人Ｂから、平成20年６月に解雇されたが、当該解雇は無
効であるとして、ア)雇用契約上の権利を有する地位にあることの
確認 イ)上記解雇後の同年７月１日から本判決確定の日までの賃
金、賞与及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで民
法所定の年５分の割合による各遅延損害金の支払
２ 賃金が未払であるとして、ア)平成20年２月分の未払賃金11万
4000円及びこれに対する支払日の翌日である同年３月１日から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払、
イ)同年６月分の未払賃金11万4000円及びこれに対する支払日の
翌日である同年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割
合による遅延損害金の支払、
３ 上記解雇等が不法行為に該当するとして、慰謝料等の損害賠
償及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、
　控訴審で
４　解雇予告手当・付加金を予備的追加的請求した事案。
　№21の控訴審。

１　原判決を第２項から第７項のとおり変更する
２　雇用契約上の地位にあることを確認する
３　賃金、賞与及びこれらに対する遅延損害金の支払
４　解雇等が不法行為に当たるとして慰謝料等の請求
５　解雇予告手当、付加金の予備的追加的請求

１　本件控訴を棄却する。
２ 控訴人Ａが当審で拡張(遅延損害金)又は予備
的に追加(解雇予告手当、付加金)した各請求をい
ずれも棄却する。

１ 控訴人Ａと被控訴人Ｂとの契約は、準委任契約であるから、被控訴人Ｂは、理由の如
何を問わず、将来に向かって、準委任契約を解除することができるところ、被控訴人Ｂ
は、平成20年６月23日ころに、本件通告書により、最終的に解除（20年解除）の意思表示
を行っており、この解除は有効であるといわざるを得ない。
２ 控訴人Ａの請求する不法行為に基づく損害賠償請求は、20年解除の無効を前提とす
るところ、20年解除は有効であるから、不法行為は成立しないので、控訴人Ａの請求は理
由がない。

№21
TKＣ

25482803

30 平成24年10月26日 東京地裁
平成22年
（ワ）第
10305号

被告Ｂ１の従業員原告Ａは、被告Ｂ１の社長や人事部長がセク
シャルハラスメントを行っている、被告Ｂ１店舗従業員に対して被告
Ｂ１社製製品の購入を強制している等の事実をマスメディアに公表
した。被告Ｂ１は原告Ａを降格ののち懲戒解雇したところ、原告Ａは
被告Ｂ１に対して降格・懲戒解雇が無効であるとして争った【第１事
件】。
加えて、原告Ａは、被告Ｂ１の人事本部長であった被告Ｂ２に対し
て、降格・解雇を主導したとして不法行為に基づく損害賠償請求
【第２事件】を行った事案。

１　第１事件
（１） 原告Ａが被告Ｂ１との間で、労働契約上シニアリテール
マネージャーの地位を有することを確認する。
（２） 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、平成22年４月以降毎月25日
限り141万6670円及びこれらに対する各月26日から支払済み
まで年６分の割合による金員を支払え。
（３） 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、5,631万1261円並びにうち金
5,610万円に対する平成22年３月13日から支払済みまで年５
分の割合による金員及びうち金21万1261円に対する平成22
年４月27日（訴状に代わる準備書面送達の日の翌日）から支
払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２　第２事件
被告Ｂ２は、原告Ａに対し、5,610万円及びこれに対する平

成22年３月13日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 　原告Ａのマスメディアに対する情報提供には、目的の公益性が認められず、根幹的な部
分で真実性ないし真実と信ずるにつき相当な理由が認められないといえるから、その手
段・態様の相当性等、他の要素を検討するまでもなく、それを理由とする本件懲戒解雇を
解雇権の濫用と評価できない。

－
TKＣ

25483355

31 平成25年１月18日 東京地裁
平成23年
（ワ）第
16157号

原告Ａは、他の従業員が麻薬を使用していたと内部通報したが、
内部通報したことを理由とした解雇は公益通報者保護法３条に反
して無効である等として、労働契約上の地位にあることの確認と賃
金等を請求した事案。

１　主位的請求
（１）原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地
位にあることを確認する。
（２）被告Ｂは、原告Ａに対し、平成23年３月15日から本判決
確定の日まで、毎月25日限り14万1539円及びこれに対する
各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員
を支払え。
２　予備的請求
（１）（平成23年２月16日付けの普通解雇が有効とされた場合
の解雇予告手当請求）
被告Ｂは、原告Ａに対し、10万3330円及びこれに対する平成
23年２月17日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
（２）（平成23年２月６日付けの普通解雇が有効とされた場合
の解雇予告手当請求）
被告Ｂは、原告Ａに対し、10万3330円及びこれに対する平成
23年２月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

　原告Ａの各請求をいずれも棄却する。 内部通報に基づき調査をした結果、麻薬使用の事実がない旨を伝え、今後問題行為を
しないように注意指導したにもかかわらず問題行動を続けたことを理由とするもので内部
通報したことによる解雇ではない。

－
TKＣ

25500220
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

32 平成25年３月26日 東京地裁
平成24年
（ワ）第4665
号

被告Ｂとの間で雇用契約関係にあった原告Ａが、被告Ｂからの業
務命令に反したことを理由に懲戒処分としての出勤停止処分を受
け、その後解雇されたところ、同出勤停止処分及び解雇は、原告Ａ
が内部告発（公益通報）を行ったことに対する報復であり、公益通
報者保護法に違反するものでいずれも無効ないし違法であるなど
と主張して、被告Ｂに対し、同出勤停止処分の無効確認及び出勤
停止期間中の賃金の支払請求、雇用契約上の地位確認請求及び
解雇後の賃金、賞与請求並びに不法行為に基づく損害賠償（慰謝
料等）の請求をした事案。

１ 被告Ｂが原告Ａに対して行った平成23年８月31日付け出
勤停止処分が無効であることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、７万9788円及びこれに対する平
成23年10月26日から支払済みまで年６分の割合による金員
を支払え。
３ 原告Ａが被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、47万1126円及び平成24年４月か
ら判決確定の日まで、毎月25日限り月額31万9150円並びに
これらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割
合による金員を支払え。
５ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成24年７月から本判決確定の
日まで、毎年７月末日及び12月末日限り74万7694円及びこれ
らに対する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合
による金員を支払え。
６ 被告Ｂは、原告Ａに対し、1,000万円及び本判決確定の日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 自らの法務室への異動希望を実現させるという個人的な目的のために蒸し返して通報・
告発を行ったものであり不正な目的に出た通報と判断して原告の請求を棄却した。

－
TKＣ

25500466

33 平成25年10月23日
広島高裁
松江支部

平成23年
（ネ）第36号

平成25年
（ネ）第52号

雇用契約を締結していた控訴人Ｂ協同組合から解雇された被控
訴人Ａが、解雇無効を主張し、控訴人Ｂに対し、地位確認と未払賃
金を請求し、原審が、請求の全部を認容したのに対し、控訴人Ｂが
控訴し、民事訴訟法260条２項に基づき、仮執行の原状回復等を
命ずる裁判の申立てをした事案。
　№20の控訴審。

（1）控訴の趣旨
原判決を取り消す。
被控訴人Ａの請求をいずれも棄却する。
（２）民事訴訟法260条２項の規定による裁判を求める申立て
被控訴人Ａは、控訴人Ｂに対し、1,750万8875円及びうち1,630
万9167円に対する平成25年３月16日から返還済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

１（１）　原判決を取り消す。
　（２）　被控訴人Ａの請求をいずれも棄却する。
２ 民事訴訟法260条２項の規定による裁判を求め
る申立て
（１） 被控訴人Ａは、控訴人Ｂに対し、1,750万
7035円及びうち1,630万9167円に対する平成25年３
月16日から返還済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
　（２）　控訴人Ｂのその余の申立てを棄却する。

被控訴人Ａは管理者に無断でデータを取得することを繰り返しており、有給休暇や査定
員手当に関し正当とは認め難い要求を繰り返すなどの事情を総合すると、被控訴人Ａ
は、控訴人Ｂに要求や意見を受け入れさせるために控訴人Ｂに不利な情報を入手するこ
とを目的に不正なデータの取得を繰り返してきたと認められ、控訴人Ｂとの信頼関係を失
わせる違法なもので本件解雇は合理的かつ社会的相当性のある正当なものと認め、原
判決を取り消し、被控訴人Ａの請求を棄却し、被控訴人Ａに仮執行宣言に基づいて給付
した金員の返還を命じた。

№20
TKＣ

25502230

34 平成25年12月11日 千葉地裁
平成24年
（ワ）第1085
号

都道府県がんセンター所属の麻酔医である原告Ａが、上司から
の嫌がらせにより手術麻酔の担当指定を外され退職を余儀なくさ
れたとして、被告Ｂ（都道府県）に対し、国家賠償法に基づく損害賠
償（慰謝料）を求めた事案。

被告Ｂは、原告Ａに対し、200万円及びこれに対する平成24
年５月16日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

１ 被告Ｂは、原告Ａに対し、50万円及びこれに対
する平成24年５月16日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
２　原告Ａのその余の請求を棄却する。

部長が手術室予定表を作成する権限は、適切な医療行為の提供、有能な麻酔医の指
導育成等の見地から行使すべきものであり、職員相互間の個人的な報復の手段に用い
ることは許されないとして、手術麻酔の担当から外した行為は、その権限を濫用するもの
として、国家賠償法１条１項の違法行為に当たるとし、慰謝料50万円を認めた。 №35

判秘
L06850666

35 平成26年５月21日 東京高裁
平成26年
（ネ）第419
号

都道府県がんセンター所属の麻酔医である被控訴人Ｂが、上司
からの嫌がらせにより手術麻酔の担当指定を外され退職を余儀な
くされたとして、 控訴人Ａ（都道府県）に対し、国賠法に基づく損害
賠償（慰謝料）を求めたところ、原審は一審原告Ｂの請求を一部認
容したため、一審被告Ａが控訴した事案。
　№34の控訴審。

１　原判決中控訴人Ａ敗訴の部分を取り消す。
２　被控訴人Ｂの請求を棄却する。

　原判決を次のとおり変更する。
（１） 控訴人Ａは、被控訴人Ｂに対し、30万円及び
これに対する平成24年５月16日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
（２）　被控訴人Ｂのその余の請求を棄却する。

原審を引用し、Ｃ部長による報復措置の存在及びＣ部長による恣意的な手術室予定表
作成権限行使の違法性を認め、担当職務を奪われたことと被控訴人Ｂが退職を決意した
こととの間の相当因果関係を認めた上で、被控訴人Ｂが退職を決意し、担当職務を奪わ
れてから退職するまでの期間が短かったことを考慮して、慰謝料を原審よりも減額して30
万円とした。 №34

TKＣ
25504017

36 平成26年５月30日 徳島地裁
平成21年
（ワ）第642
号

被告Ｂ１との間で雇用契約を締結し、障害者の支援の業務に従
事していた原告Ａらが被告Ｂらに対し
１ 原告Ａらが被告Ｂ１代表者Ｂ１及びＢ２を含むＢ１幹部職員らか
ら村八分等の嫌がらせを受けたとして不法行為又は雇用契約上の
債務不履行に基づき連帯して原告Ａら各人につき慰謝料等550万
円の賠償を求めるとともに、人格権に基づき、原告らを誹謗中傷す
る行為等の差止めを求め
２ 所定労働時間外に時間外労働を行ったにもかかわらず時間外
労働に対する賃金を支払わなかったとして被告Ｂ１に対し雇用契約
又は不法行為に基づき、原告Ａ１については平成18年４月分ないし
同19年３月分の、原告Ａ２については平成16年４月分ないし同20年
８月分の割増賃金の支払を求めるとともに、各割増賃金につき労
働基準法114条に基づく同額の付加金の支払を求める請求
３ 被告Ｂ１が原告Ａ２に対して行った、平成23年10月12日付けけ
ん責処分が懲戒権の濫用により無効かつ違法であるとして被告Ｂ
１に対し同処分の無効確認を求めるとともに、被告Ｂらに対し慰謝
料等220万円の賠償を求めた事案。

１ 被告Ｂらは、原告Ａ１に対し、連帯して550万円及びこれに
対する平成21年12月17日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。
２ 被告Ｂらは、原告Ａ２に対し、連帯して770万円及びこれに
対する平成21年12月17日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。
３ 被告Ｂらは、自ら、若しくは第三者をして、原告Ａらを誹謗
中傷したり、社会的信用又は名誉を毀損したりする内容を流
布したり、被告Ｂ１肩書地所在の建物内において、係る内容
を記載した文書を配布したり、掲示したりしてはならない。
４ 被告Ｂ１が原告Ａ２に対して行った平成23年10月12日付け
けん責処分が無効であることを確認する。
５ 被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、328万8630円及びうち164万
4315円に対する平成20年７月23日から、うち164万4315円に
対する本判決確定の日の翌日から、それぞれ支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
６ 被告Ｂ１は、原告Ａ２に対し、3,045万8726円及びうち1,522
万9363円に対する平成20年７月23日から、うち1,522万9363
円に対する本判決確定の日の翌日から、それぞれ支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。

被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、18万9305円及びうち
15万4738円に対する平成20年７月23日から、うち１
万3211円に対する同年８月23日から、うち２万1356
円に対する同年９月23日から、それぞれ支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。

被告Ｂらにおいて原告Ａが公益通報者であると認識していたと推認することはできず、
他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
原告Ａは被告Ｂ２従業員Ｃに対して公益通報をしたことを告げた旨主張するが、Ｃは末
端の現場担当者であり、Ｄ社と業務上の関係がないことからすると、仮に原告ＡがＣに公
益通報に係る事実を告げたとしても、Ｃから被告Ｂらの担当者にその旨伝えられ、その結
果として、再雇用の手続において原告Ａが不利益な取扱いを受けたことを認めるに足りる
証拠はないとした。

№44
ＷＬ

2014WLJPＣ
Ａ05306012
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

37 平成26年９月11日 東京地裁
平成24年
（行ウ）第
745号

自衛隊員である原告Ａが、平成24年２月17日、Ｃ業務隊長から停
職６日間の懲戒処分を受けたものの、原告Ａは、同懲戒処分に違
法があるとして同懲戒処分の取消しを求めるとともに、同懲戒処分
が違法であること及び同懲戒処分の前後において国の職員による
違法な公権力の行使があったことを理由として、国家賠償法１条１
項に基づき、被告Ｂに対し、慰謝料等の支払を求めた事案。

１ 原告Ａに対する平成24年２月17日付けの懲戒処分を取り
消す。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、330万円及びこれに対する平成
24年11月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 原告Ａの無断押印行為の悪質性に鑑み本件処分につき裁量権の濫用等はないとし、被
告Ｂの職員の違法な公権力の行使があったとは認められないとし、原告Ａの請求をいず
れも棄却した。

№40
TKＣ

25504857

38 平成27年１月14日 東京地裁
平成25年
（ワ）第4336
号

被告Ｂを解雇された原告Ａが、解雇が無効であるとして、
労働契約上の地位の確認並びに賃金及びこれに対する各支払
日の翌日から年６分の遅延損害金の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有す
る地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、２万5200円及び遅延損害
金を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成25年２月以降毎月15
日限り７万2900円及び遅延損害金を支払え。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、２万5200円及びこれ
に対する平成25年１月16日から支払済みまで年６
分の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成25年２月以降本
判決確定の日まで毎月15日限り７万2900円及びこ
れらに対する各月16日から支払済みまで年６分の
割合による金員を支払え。
４　原告Ａのその余の請求に係る訴えを却下する。

被告Ｂから懲戒解雇された原告Ａが、就業規則に懲戒解雇の規定がないこと、同規則
が周知されていないこと、公益通報者保護法３条に違反すること等により解雇無効を主張
し、労働契約上の地位の確認等を求めたところ、裁判所は、懲戒解雇は就業規則に基づ
くもので同規則も周知されていたとした上で、通報については真実相当性を認め、私利私
怨目的を否定し、手段態様も相当性を欠くとまではいえないとしてその正当性を認めて違
法性が阻却されるとし、通報を理由とする懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上も相当とはいえず無効とした。 －

TKＣ
25505672

39 平成27年１月23日 東京地裁

平成24年
（ワ）第
12908号

平成25年
（ワ）第
32537号

本訴請求事件は、被告Ｂの従業員として稼働していた原告Ａ（反
訴被告）が、後記のとおり被告Ｂから３次にわたり懲戒解雇の意思
表示を受けたところ、これら解雇はいずれも無効であると主張し
て、被告Ｂとの間で雇用契約上の権利を有する地位にあることの
確認を求めるとともに、雇用契約に基づき、月例賃金35万5000円
等の支払を求めた事案。
反訴請求事件は、被告Ｂが、原告の下記義務違反等により損害
を被ったなどと主張して、原告Ａに対し、債務不履行又は不法行為
に基づき、下記損害額及びこれらに対する反訴状送達の日の翌日
（不法行為後又は請求の日の翌日）である平成25年12月14日から
支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案。
１ 原告Ａの競業避止義務違反行為、秘密保持義務違反行為、職
務専念義務違反行為、労働義務違反行為の債務不履行による賃
金相当損害364万円
２ 原告Ａの被告内部秩序壊乱行為（労働義務違反を内容とする
債務不履行及び不法行為）による対応損害600万円
３ 原告Ａの国の機関への不当告発における名誉毀損損害200万
円
４ 原告Ａの被告Ｂ法人会長宛の書面による名誉毀損損害200万
円
５　原告Ａによる報道を契機とした名誉毀損損害200万円

１　本訴請求
（１）原告Ａ（反訴被告）が、被告Ｂ（反訴原告）に対し、雇用契
約上の権利を有する地位にあることを確認する。
（２）被告Ｂ（反訴原告）は、原告Ａ（反訴被告）に対し、平成24
年６月25日から本判決確定の日まで、毎月25日限り35万
5000円及び遅延損害金を支払え。
（３）被告Ｂ（反訴原告）は、原告Ａ（反訴被告）に対し、平成24
年６月30日から本判決確定の日まで、毎年６月30日及び12月
31日限り70万円及び遅延損害金を支払え。
２　反訴請求
原告Ａ（反訴被告）は、被告Ｂ（反訴原告）に対し、1,564万円
及びこれに対する平成25年12月14日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

１ 原告Ａ（反訴被告）が、被告Ｂ（反訴原告）に対
し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを
確認する。
２ 被告Ｂ（反訴原告）は、原告Ａ（反訴被告）に対
し、平成24年６月25日から本判決確定の日まで、
毎月25日限り35万5000円及びこれらに対する各支
払期日の翌日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
３ 原告Ａ（反訴被告）のその余の本訴請求及び被
告Ｂ（反訴原告）の反訴請求をいずれも棄却する。

１ 原告Ａが公益通報を行ったことについて、通報内容が虚偽であることを知りながら殊
更通報に及んだものとは直ちに認め難く、また、内部通報にとどまることなどから、就業規
則の懲戒解雇事由に該当するとはいえない等として解雇無効とした。
２　被告Ｂによる原告Ａに対する損害賠償の反訴請求はいずれも否定した。

－
TKＣ

25505716

40 平成27年１月28日 東京高裁
平成26年
（行コ）第
374号

自衛隊員である控訴人Ａが、被控訴人Ｂ(国)に対し、業務隊長が
平成24年２月17日付けで控訴人Ａに対してした停職６日の懲戒処
分（本件処分）は違法であると主張してその取消しを求めるととも
に、本件処分の違法及び本件処分の前後において被控訴人Ｂ
（国）の職員による違法な公権力の行使があったことを主張して、
国家賠償法１条１項に基づき損害賠償金330万円及びこれに対す
る訴状送達の日の翌日である平成24年11月９日から支払済みまで
民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに
対して、原審は、本件処分に裁量権の濫用等はなく、一審被告Ｂ
（国）の職員の違法な公権力の行使があったとは認められないと
し、一審原告Ａの請求をいずれも棄却したところ、一審原告Ａが控
訴した事案。
　№37の控訴審。

１　原判決を取り消す。
２ 業務隊長が平成24年２月17日付けで控訴人Ａに対してし
た停職６日の懲戒処分（本件処分）を取り消す。
３ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、330万円及びこれに対す
る平成24年11月９日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

　本件控訴を棄却する。 　控訴人の請求にはいずれも理由がないとして控訴を棄却した。

№37

最高裁第二
小法廷平成
28年２月26日
決定（平成27
年（行ツ）第
180号、平成
27年（行ヒ）
第210号）

判秘
Ｌ07020860

41 平成27年２月16日 徳島地裁

平成24年
（行ウ）第８
号

平成24年
（ワ）第276
号

被告（Ｂ都道府県）の職員である原告Ａが、①Ｂ都道府県Ｃ本部
主任からＢ都道府県Ｄセンター主任への転任を命ずる旨の平成24
年４月１日付け転任処分（本件処分）を受けたことについて、本件
処分は、原告Ａが監察局へ公益通報したこと及び原告ＡがＣ本部
における業務改善活動をしたことを嫌悪した被告Ｂ都道府県の知
事であるＥによる報復として行われた昇任に係る人事慣行に反した
違法なものであるなどと主張して、本件処分の取消しを求める【第
１事件】とともに、②監察局が上記公益通報の事実を漏えいするな
ど同公益通報を適切に取り扱わなかったこと及び上記のとおり報
復として行われた違法な本件処分により精神的苦痛を受けたと主
張して、国家賠償法１条１項に基づき、損害100万円（慰謝料）の賠
償及びこれに対する第２事件の訴状送達の日の翌日である平成
24年７月25日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅
延損害金の支払を求めた【第２事件】事案。

１　第１事件
処分行政庁が原告Ａに対して平成24年４月１日付けでした
本件処分を取り消す。
２　第２事件
被告Ｂ都道府県は、原告Ａに対し、100万円及びこれに対す
る平成24年７月25日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 第１事件につき、本件処分は不利益処分であるが違法とは認められないとし、第２事件
につき、原告Ａからの申出を監察局が漏えいした事実は認められず、本件処分が国家賠
償法上違法とも認められないとして、請求を棄却した。

№49

最高裁第二
小法廷平成
29年２月10日
決定（平成28
年（行ツ）第
381号、平成
28年（行ヒ）
第453号）

判秘
Ｌ07051290
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

42 平成27年11月11日 東京地裁
平成26年
（ワ）第
14251号

被告Ｂの従業員であった原告Ａが、被告Ｂから懲戒解雇されたも
のの、当該解雇は無効であるとして、
１　労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに
２ 被告Ｂが原告Ａの就労を拒絶している期間の労働契約に基づ
き被告Ｂが原告Ａに対し支払うべき賃金及びこれに対する遅延損
害金の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、４万2252円及び遅延損害金を支
払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成25年10月から判決確定の
日まで、毎月25日限り各24万2950円の金員及び遅延損害金
を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 裁判所は、懲戒事由①（他の従業員の業務妨害）、②（油外販売に取り組んでいないこ
と）、③（不正の告発）の各事実を認定し、懲戒事由③は告発の主たる目的が原告Ａの私
的な利益を図るものであったというべきことや本件告発の態様等に照らせば、労働者が
負っている誠実義務に著しく違反するものと評価するべきであり、本件告発が契機となっ
て本件過剰請求が明らかになり、被告Ｂによる不適切なガソリン代金請求が是正されたこ
とを十分斟酌しても、その情状は悪い等とし、本件懲戒解雇は客観的に合理的理由が
あって社会通念上も相当であるとし、労働契約法15条に違反せず有効であるとして原告Ａ
の請求を棄却した。

－
判秘

L07031545

43 平成28年１月14日 東京地裁
平成25年
（ワ）第6929
号

被告Ｂに雇用されていた原告Ａが、被告Ｂに対し、被告Ｂによる
配置転換命令、降格処分、出向命令、懲戒解雇はいずれも無効で
あると主張して、原告Ａが労働契約上の権利を有し、降格処分前
の地位にあること（請求第１項、主文第１項関係）、配置転換先及
び出向先に勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求
めるとともに、労働契約に基づき、平成25年２月分の未払賃金、解
雇後である同年４月以降の月例賃金及び賞与並びにこれらに対す
る各支払期日の翌日以降の商事法定利率年６分の割合による遅
延損害金の各支払を求め、また、被告Ｂが原告Ａの内部告発に関
するプレスリリースを発出したことにより原告Ａの名誉を毀損し、懲
戒委員会を開催して原告Ａを難詰し、全く合理性のない配置転換
命令等を乱発し、無効な降格処分及び懲戒解雇をするなどした一
連の行為が、被告Ｂの原告Ａに対する不法行為を構成すると主張
して、民法709条、715条に基づき、損害賠償金及びこれに対する
訴状送達の日（平成25年３月28日）の翌日以降の民法所定の年５
分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有し、管理
職の地位にあることを確認する。
２ 原告Ａが被告Ｂの総務人事本部付に勤務する労働契約上
の義務がないことを確認する。
３ 原告Ａと被告Ｂとの間で、原告ＡがＤ営業所に勤務すべき
労働契約上の義務がないことを確認する。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、36万0841円及びこれに対する平
成25年３月26日から支払済みまで年６分の割合による金員を
支払え。
５ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成25年５月から本判決確定に
至るまで、毎月25日限り51万8200円、毎年７月10日及び12月
10日限り各108万2000円並びにこれらに対する各支払日の翌
日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
６ 被告Ｂは、原告Ａに対し、330万円及びこれに対する平成
25年３月29日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有
する地位にあることを確認する。
２ 原告Ａと被告Ｂとの間で、原告ＡがＤ営業所に
勤務すべき労働契約上の義務がないことを確認す
る。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、36万0841円及びこれ
に対する平成25年３月26日から支払済みまで年６
分の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成25年５月から平
成26年８月まで毎月25日限り51万8200円、同年９
月25日限り31万8200円、同年10月から平成27年
10月まで毎月25日限り31万0920円及び同年11月
から本判決確定の日まで毎月25日限り51万8200
円並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支
払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
５　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

告発状の内容や目的に正当性を欠くため配転や降格処分は有効だが、出向命令は合
理性を欠くもので出向権を濫用したものとして無効であり、それを理由とした懲戒解雇は
無効として、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し、賃金請求の範囲内で
請求を認め、不法行為責任は認めなかった。

№50
TKＣ

25541992

44 高松高裁
平成26年
（ネ）第268
号

被控訴人Ｂ１との間で雇用契約を締結し、障害者の支援の業務
に従事していた控訴人Ａらが被控訴人Ｂらに対し、
１ 控訴人Ａらが被控訴人Ｂ２及びＢ１の幹部職員らからパワーハ
ラスメント等を受けたとしてから村八分等の嫌がらせを受けたとし
て不法行為又は雇用契約上の債務不履行に基づき連帯して控訴
人Ａら各人につき慰謝料等550万円の賠償を求めるとともに、人格
権に基づき、原告Ａらを誹謗中傷する行為等の差止めを求める請
求訴訟
２ 被控訴人Ｂ１が控訴人Ａ２に対して行った、平成23年10月12日
付けけん責処分が懲戒権の濫用により無効かつ違法であるとして
被控訴人Ｂ１に対し同処分の無効確認を求めるとともに、被控訴人
Ｂらに対し慰謝料等220万円及びこれに対する遅延損害金の連帯
支払を求める請求
３ 被控訴人Ｂ１に対し、控訴人Ａらがそれぞれ時間外労働に対す
る未払賃金又は未払賃金相当損害金及びこれに対する遅延損害
金の支払を求めるとともに、それぞれ労働基準法114条に基づき各
未払賃金額と同額の付加金及び遅延損害金の支払を求める請求
をした事案。
　№36の控訴審。

１　原判決を次のとおり変更する。
２ 被控訴人Ｂらは、控訴人Ａ１に対し、連帯して550万円及び
これに対する平成21年12月17日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
３ 被控訴人Ｂらは、控訴人Ａ２に対し、連帯して770万円及び
うち550万円に対する平成21年12月17日から、うち220万円に
対する平成24年１月12日から各支払済みまで年５分の割合
による金員を支払え。
４ 被控訴人Ｂらは、自ら、若しくは第三者をして、控訴人らを
誹謗中傷したり、社会的信用又は名誉を毀損したりする内容
を流布したり、被控訴人Ｂ１の肩書地所在の建物内におい
て、かかる内容を記載した文書を配布したり、掲示したりして
はならない。
５ 被控訴人Ｂ１が控訴人Ａ２に対してした平成23年10月12日
付けけん責処分が無効であることを確認する。
６ 被控訴人Ｂ１は、控訴人Ａ１に対し、321万0564円及びうち
160万5282円に対する平成20年７月23日から、うち160万5282
円に対する本判決確定の日の翌日から各支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。
７ 被控訴人Ｂ１は、控訴人Ａ２に対し、3,038万0844円及びう
ち1,519万0422円に対する平成20年７月23日から、うち1,519
万0422円に対する本判決確定の日の翌日から、各支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。

　原判決を次のとおり変更する。
(１)被控訴人Ｂらは、控訴人Ａ１に対し、連帯して66
万円及びうち33万円に対する平成21年12月17日
から、うち33万円に対する平成25年９月１日から各
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(２)被控訴人Ｂらは、Ａ２に対し、連帯して55万円及
びうち44万円に対する平成21年12月17日から、う
ち11万円に対する平成23年１月31日から各支払済
みまで年５分の割合による金員を支払え。
(３)被控訴人Ｂらは、Ａ２に対し、連帯して33万円及
びこれに対する平成24年１月12日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
(４)被控訴人Ｂ１は、控訴人Ａ２に対し、63万9240
円及びこれに対する平成20年７月23日から支払済
みまで年５分の割合による金員を支払え。
(５)被控訴人Ｂ１は、Ａ２に対し、45万8288円及びう
ち41万1391円に対する平成20年７月23日から、う
ち２万4182円に対する同年８月23日から、うち２万
2715円に対する同年９月23日から各支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
(６)被控訴人Ｂ１は、Ａ２に対し、45万8288円及びこ
れに対する本判決確定の日の翌日から支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。
(７)控訴人Ａらのその余の請求をいずれも棄却す
る。

控訴人Ａ２の行為につきけん責処分をしたことが懲戒権を濫用するものであったとは認
められず、けん責処分は有効。控訴人Ａ２の懲戒処分対象行為は、形式的な違背にとど
まり、これにより被控訴人Ｂ１の業務に支障が生ずるようなものではなく、再発防止等のた
めに他の職員に対して周知する必要性があるということはできないにもかかわらず、本件
けん責処分の内容を記載した書面を、職員だけではなく、本件施設の利用者が目にし得
る場所を含む各所に約２年間掲示し続けた等の掲示方法については、合理性、相当性を
欠き、不当な目的によるものであって、控訴人Ａ２に対する違法性等を有するというべきで
あり、被控訴人Ｂ１は、控訴人Ａ２に対し、不法行為責任及び債務不履行責任を負う。

№36
ＷＬ

2016WLJPＣ
Ａ01216021

平成28年１月21日
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

46 平成28年４月25日
千葉地裁
木更津支部

平成26年
（ワ）第56号

原告Ａらが、被告Ｂ２、同Ｂ３、同Ｂ４、同Ｂ５に対し、被告学校法
人Ｂ１の理事長である被告Ｂ２が、①被告Ｂ１の小学校の教頭であ
る原告Ａ１に対し、同人がした業務監査請求及びＣ都道府県に対
する告発の報復として、被告Ｂ１を辞めさせるよう一連の嫌がらせ
行為を行い、②また、原告Ａ２について、懲戒事由がないのに、弁
護士会に対して懲戒請求をして、原告Ａ２の業務を妨害する等した
こと、及び、被告Ｂ２及び同Ｂ３が前記①と②の不法行為を抑止せ
ずに放置したことが、被告Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５が被告Ｂ１学園に対して
負っている信認義務に違反するものであり、さらに、被告Ｂ５が前
記信認義務違反を助言し、これらの行為によって原告Ａ１が精神的
損害を被り、原告Ａ２が得べかりし報酬相当額の損害を被ったこと
から、被告Ｂ２らは、原告らに対する不法行為責任を負うとして、原
告Ａらが、被告Ｂ２らに対し、前記の不法行為による損害賠償請求
権に基づき、連帯して、各原告に対して、5,000万円を支払うよう求
めた事案【第１事件】。
また、原告Ａ１が、被告Ｂ１に解雇事由がないにもかかわらず解
雇されたとして、被告Ｂ１に対し、前記雇用契約による賃金支払請
求権に基づき、平成26年４月20日から本件訴訟の判決確定の日ま
で、毎月20日限り、42万1951円の支払を求めるとともに、①主位的
に、被告Ｂ１の小学校の教頭として雇用契約上の権利を有する地
位にあることの確認を求め、②予備的に、被告Ｂ１の原告Ａ１に対
する懲戒解雇が無効であることの確認を求めた事案【第２事件】。

１　第１事件
被告Ｂ２、同Ｂ３、同Ｂ４及び同Ｂ５は、原告らに対し、連帯し
て各5,000万円を支払え。
２　第２事件
（１）原告Ａ１の請求
　ア　（主位的請求）
原告Ａ１が、被告Ｂ１に対し、被告Ｂ１が設置する小学校教
頭として雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認す
る。
（予備的請求）
被告Ｂ１学園が、原告Ａ１に対して行った平成26年３月28日
付けの懲戒解雇の無効を確認する。
イ 被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、平成26年４月20日から本判
決確定の日まで毎月20日限り、42万1951円を支払え。

１ 原告Ａ１が被告Ｂ１に対し、雇用契約上の権利
を有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、480万4797円を支
払え。
３ 第２事件に係る原告Ａ１の請求のうち、被告Ｂ１
が設置する小学校の教頭としての地位にあること
の確認を求める部分の訴えを却下する。
４ 第１事件に係る原告らの請求及び乙事件に係
る原告Ａ１のその余の請求をいずれも棄却する。

私立小学校の教頭Ａ１が、運営主体である被告Ｂ１の理事長及び理事の横領・背任を
告発する書面をＣ都道府県に提出したこと等を理由とする、原告Ａ１に対する解雇を無効
とした。

№53
判秘

07151376

47 平成28年６月６日 松江地裁
平成24年
（ワ）第68号

Ｃ共済組合のＤ都道府県支部の嘱託職員であった原告Ａが、Ｃ
共済及びＣ共済Ｄ都道府県支部に存在した問題について国の機関
に対して通報を行ったところ（本件通報）、同通報を受けた国の機
関の職員らが、本件通報を公益通報者保護法２条１項所定の公益
通報として扱わずにこれを放置して必要な調査や措置を行うことを
遅延し、また、原告Ａの氏名等をＣ共済に知らせるなどしたために
Ｃ共済組合Ｄ都道府県支部から解雇されるなどして精神的苦痛を
被ったと主張して、被告Ｂ（国）に対し、国家賠償法１条１項に基づく
損害賠償として、損害金330万円（精神的損害に対する慰謝料300
万円及び弁護士費用30万円）及びこれに対する遅延損害金の支
払を求めた事案。

被告Ｂ（国）は、原告Ａに対し、330万円及びこれに対する訴
状送達の日の翌日（平成24年５月２日）から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

　原告Ａの請求を棄却する。 本件通報は公益通報者保護法の公益通報と認められるが、公益通報者の法律上保護
された利益を侵害するものではないから国家賠償法上の違法とはいえず、氏名の漏えい
についても、原告Ａの同意があったとして、請求を棄却した。

№56
TKＣ

25543318

45

１ 原告Ａ１及び原告Ａ２が、被告Ｂに対し、労働契約上の権
利を有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａ１に対し、別表一《略》の「金額（円）」欄に
記載の各金員及び遅延損害金を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａ１に対し、平成26年１月25日から本判決
確定の日まで、毎月25日限り（ただし、同日が休日又は土曜
日に当たる場合はその前日限り、前日が休日又は土曜日に
当たる場合はその前日限り）34万1554円及び遅延損害金を
支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａ１に対し、平成26年６月から本判決確定
の日まで、毎年６月30日及び12月10日限り（ただし、同日が休
日又は土曜日に当たる場合はその前日限り、前日が休日又
は土曜日に当たる場合はその前日限り）31万1984円及び遅
延損害金を支払え。
５ 被告Ｂは、原告Ａ１に対し、200万円及びこれに対する平成
25年12月17日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
６ 被告Ｂは、原告Ａ２に対し、別表二《略》の「金額（円）」欄に
記載の各金員及び遅延損害金を支払え。
７ 被告Ｂは、原告Ａ２に対し、平成26年１月25日から本判決
確定の日まで、毎月25日限り（ただし、同日が休日又は土曜
日に当たる場合はその前日限り、前日が休日又は土曜日に
当たる場合はその前日限り）30万円及び遅延損害金を支払
え。
８ 被告Ｂは、原告Ａ２に対し、平成26年６月から本判決確定
の日まで、毎年６月30日及び12月10日限り（ただし、同日が休
日又は土曜日に当たる場合はその前日限り、前日が休日又
は土曜日に当たる場合はその前日限り）29万780円及び遅延
損害金を支払え。
９ 被告Ｂは、原告Ａ２に対し、200万円及びこれに対する平成
25年12月17日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。

　原告Ａらの請求をいずれも棄却する。 被告Ｂの従業員Ａらが理事長らのメールファイルに無断で多数回にわたりアクセスし、
メールに添付されていた機密文書等を閲覧、印刷するなどしたことにより懲戒解雇された
場合において、公益通報目的が否定され、非違行為の態様及び結果は重大であると評
価せざるを得ないとして懲戒解雇を有効とした。

判秘
L07150457

№51

被告Ｂ信用金庫（旧信金）に雇用されて旧信金の業務に従
事していた原告Ａらが、職務上の必要も権限もないのに、旧
信金の理事長らのメールファイルに無断でアクセスを行い、
メールに添付されていた機密文書を閲覧した上で、当該機密
文書を印刷（プリントアウト）する等不正アクセス行為の禁
止等に関する法律に違反する行為をしたとして、旧信金が原
告Ａらに異動を命じた上、平成25年12月17日に懲戒解雇した
ところ、原告Ａらが、上記異動命令の発令等が不法行為に当
たり、上記懲戒解雇は懲戒権を濫用してしたものであるから
無効かつ原告らに対する不法行為に当たるなどと主張して、
原告Ａらが吸収合併により旧信金の権利義務を包括的に承継
した被告Ｂに対して労働契約上の権利を有する地位にあるこ
との確認を求めるとともに、被告Ｂに対し、労働契約に基づ
き、同日までの賃金及び同月分の賞与のうち不当に減額され
た部分並びに同月18日から本判決確定の日までの賃金及び賞
与並びにこれらに対する各支払日の翌日からの商事法定利率
年６分の割合による遅延損害金の支払を、さらに、不法行為
に基づき、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日から
の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払をそれぞ
れ求めた事案。

平成26年
（ワ）第10号

福井地裁平成28年３月30日
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

48 平成28年６月16日
さいたま地裁
川越支部

平成26年
(ワ)第264号

鍼灸等の教育を行う専修学校を設置運営する被告学校法人Ｂの
専任教員として勤務していた原告Ａが、平成26年３月12日、被告Ｂ
の理事長の更迭工作に関与したなどとして懲戒解雇されたことに
ついて、被告Ｂに対し、①上記懲戒解雇は無効であると主張して、
労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、②労働契約に
基づき、被告Ｂに対し、解雇後の未払賃金及び未払賞与並びにこ
れに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年５分の割合によ
る遅延損害金の支払、③上記懲戒解雇が不法行為に該当すると
主張して、慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円
並びにこれに対する不法行為の日である平成26年３月12日から支
払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求
めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、14万4576円及びこれに対する平
成26年３月21日から支払済みまで年５分の割合による金員
を、並びに、平成26年４月から本判決確定に至るまで毎月20
日限り24万0960円及びこれらに対する各支払期日の翌日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員をそれぞれ支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、いずれも本判決確定に至るま
で、平成26年７月から毎年７月６日限り30万2940円及び平成
26年12月から毎年12月６日限り30万2940円並びにこれらに
対する各支払期日の翌日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員をそれぞれ支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、220万円及びこれに対する平成
26年３月12日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、14万4576円及びこれ
に対する平成26年３月21日から支払済みまで年５
分の割合による金員を、並びに、平成26年４月か
ら本判決確定に至るまで毎月20日限り24万0960円
及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済
みまで年５分の割合による金員をそれぞれ支払
え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、いずれも本判決確定
に至るまで、平成26年７月から毎年７月６日限り30
万2940円及び平成26年12月から毎年12月６日限
り30万2940円並びにこれらに対する各支払期日の
翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を
それぞれ支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、33万円及びこれに対
する平成26年３月12日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。

原告Ａの請求のうち、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める部分、
労働契約に基づき、本件解雇後の未払賃金及び未払賞与並びにこれに対する各支払期
日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める
部分は、いずれも理由があるから認容する。不法行為に基づき損害賠償を求める部分
は、33万円及びこれに対する不法行為の日である平成26年３月12日から支払済みまで
民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこの
限度で認容し、その余は理由がないから棄却する。

№62
ＷＬ

2016WLJPＣ
Ａ06166007

49 平成28年７月21日 高松高裁
平成27年
（行コ）第３
号

　被控訴人Ｂ都道府県の職員である控訴人Ａが、
１ Ｂ都道府県Ｃ本部主任からＤセンター主任への転任を命ずる旨
の平成24年４月１日付け転任処分（本件処分）を受けたことについ
て、控訴人Ａが監察局へ公益通報したこと及びＣ本部の業務改善
活動をしたこと等に対する報復として行われ、人事慣行に反する違
法なものであるなどと主張して、本件処分の取消しを求める【第１
事件】とともに、
２ 監察局が公益通報の事実を漏えいするなど公益通報を適切に
取り扱わなかったこと及び上記報復として行われた違法な本件処
分等により精神的苦痛を受けたと主張して、国家賠償法１条１項に
基づき、損害賠償100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を
求めた【第２事件】のに対して、原審が一審原告Ａの請求をいずれ
も棄却したため、これを不服として一審原告Ａが控訴した事案。
　№41の控訴審。

１　原判決を取り消す。
２　処分行政庁が控訴人Ａに対して平成24年４月１日付けでし
た本件処分を取り消す。
３ 被控訴人Ｂ都道府県は、控訴人Ａに対し、100万円及びこ
れに対する平成24年７月25日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。

１　第１事件に係る控訴人Ａの控訴を棄却する。
２ 原判決中乙事件に関する部分を次のとおり変
更する。
（１）被控訴人Ｂ都道府県は、控訴人Ａに対し、10
万円及びこれに対する平成24年７月25日から支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（２）控訴人Ａの第２事件に係るその余の請求を棄
却する。

控訴審は、第１事件については、任命権者に裁量権が委ねられ転任処分として適法で
あるとして棄却されるべきとし、第２事件については、任命権者が控訴人Ａの係長への昇
任の適否の判断過程で刑事告発等の事実を不利益に考慮したことは、公益通報者保護
法の趣旨に基づき適用すべき地方公務員法15条、17条に違反したもので違法があるとし
て、原判決を変更し、慰謝料10万円の限度で理由があるとし、その余を棄却した。

№41

最高裁第二
小法廷平成
29年２月10日
決定（平成28
年（行ツ）第
381号、平成
28年（行ヒ）
第453号）

判秘
Ｌ07120752

50 平成28年８月24日 東京高裁
平成28年
（ネ）第880
号

被控訴人Ｂに雇用されていた控訴人Ａが、被控訴人Ｂに対し、被
控訴人Ｂによる配置転換命令、降格処分、出向命令、懲戒解雇は
いずれも無効であると主張して、控訴人Ａが労働契約上の権利を
有し、降格処分前の地位にあること（請求第１項、主文第１項関
係）、配置転換先及び出向先に勤務すべき労働契約上の義務がな
いことの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、平成25年２月
分の未払賃金、解雇後である同年４月以降の月例賃金及び賞与
並びにこれらに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年
６分の割合による遅延損害金の各支払を求め、また、被控訴人Ｂ
が控訴人Ａの内部告発に関するプレスリリースを発出したことによ
り控訴人Ａの名誉を毀損し、懲戒委員会を開催して控訴人Ａを難詰
し、全く合理性のない配置転換命令等を乱発し、無効な降格処分
及び懲戒解雇をするなどした一連の行為が、被控訴人Ｂの控訴人
Ａに対する不法行為を構成すると主張して、民法709条、715条に
基づき、損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日（平成25年３
月28日）の翌日以降の民法所定の年５分の割合による遅延損害金
の支払を求めた事案。
　№43の控訴審。

１ 控訴人Ａが、被控訴人Ｂに対し、労働契約上の権利を有
し、管理職の地位にあることを確認する。
２ 控訴人Ａが被控訴人Ｂの総務人事本部人事部付に勤務
する労働契約上の義務がないことを確認する。
３ 控訴人Ａと被控訴人Ｂとの間で、控訴人ＡがＤ営業所に勤
務すべき労働契約上の義務がないことを確認する。
４ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、36万0841円及びこれに対
する平成25年３月26日から支払済みまで年６分の割合による
金員を支払え。
５ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、平成25年５月から本判決
確定に至るまで、毎月25日限り51万8200円、毎年７月10日及
び12月10日限り各108万2000円並びにこれらに対する各支払
日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払
え。
６ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、330万円及びこれに対す
る平成25年３月29日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

１　原判決主文第４項を次のとおり変更する。
（１） 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、平成25年５
月から平成26年８月まで毎月25日限り51万8200
円、同年９月25日限り31万8200円、同年10月から
平成28年５月まで毎月25日限り31万0920円及び
同年６月から本判決確定の日まで毎月25日限り51
万8200円並びにこれらに対する各支払期日の翌
日から支払済みまで年６分の割合による金員を支
払え。
（２）　控訴人Ａのその余の請求を棄却する。
２　控訴人Ａの控訴を棄却する。
３　被控訴人Ｂのその余の控訴を棄却する。

告発状の内容や目的に正当性を欠くため配転や降格処分は有効だが、出向命令は合
理性を欠くもので無効であり、それを理由とした懲戒解雇は無効として、労働契約上の権
利を有する地位にあることを確認し、賃金請求の範囲内で請求を認め、不法行為責任は
認めなかった（解雇後の月例賃金の一部に対する取消請求は理由があるとして変更し
た。）。

№43
判秘

L07120382
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

52 平成28年10月７日 東京地裁
平成27年
（ワ）第1761
号

労働者である原告Ａが、使用者である被告Ｂに対し、違法・無効
な解雇を受け、解雇前の降格及び裁量労働制からの適用除外も
違法・無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位の確認
並びに平成25年10月以降の降格、裁量労働制からの適用除外及
び解雇の無効を前提とした毎月73万4667円の賃金及び同年９月
以前の降格及び裁量労働制からの適用除外の無効を前提とした
賃金の未払分の各支払を求めた事案。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し雇用契約上の権利を有する地位に
あることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成25年10月25日から本判決
確定の日まで毎月25日限り金73万4667円及び遅延損害金を
支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、金180万7040円及び遅延損害金
を支払え。

１　被告Ｂは、原告Ａに対し、次の金員を支払え。
（１）金11万2557円及びこれに対する平成25年７
月26日から支払済みまで年６分の割合による金員
（２）金24万3218円及びこれに対する平成25年８月
26日から支払済みまで年６分の割合による金員
（３）金２万2488円及びこれに対する平成25年９月
26日から支払済みまで年６分の割合による金員
２　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

１ 被告Ｂ就業規則所定の「故意または重大な過失により自己の権限外の行為をなし、ま
たは故なく業務に関する上長の指示に従わなかったとき」、「正当な理由なく、業務を阻害
するような行為があったとき」、「会社または社内の個人に対して中傷誹謗して信用を失
墜させ、または名誉棄損し、あるいは損害を与える等、当社社員としてあるまじき行為が
あったとき」に違反するとしてなされた原告Ａの降格・減棒（20％)の懲戒処分が、偽装請
負申告とは無関係に決定されており、懲戒権の濫用はないとして有効とした。
２ 原告Ａを裁量労働制の適用から除外した被告Ｂの措置が、原告Ａの同意なく被告Ｂの
みの意思により労働条件を変更する十分な労働契約上の根拠を認めることはできず、
「健康及び福祉のための措置」として合理的でもなく、法的に有効なものと認めることはで
きないとした。
３ 原告Ａの一連の不良な言動は軽視できない程度のもので、被告Ｂはこれを強く問題視
しており、降格後も改善の兆しはなかったこと、被告Ｂが原告Ａによる偽装請負申告をし
たことを把握した時期から本件解雇まで２か月余が経過していることに照らすと、偽装請
負申告、就業規則の周知手続違反申告、質問票及び裁量労働制除外措置に関する事情
が被告Ｂの本件解雇における決定的な動機になっており、これらの事情がなければ本件
解雇は行われなかったであろうとは認めるに足りず、本件解雇が労働者派遣法49条の３
及び労働基準法104条に違反する不利益な取扱いに当たるとはいえないとして、解雇を
有効とした（原告Ａの雇用契約上の地位の確認及び賃金請求が棄却した。）。

№59
№67

TKＣ
25544208

被控訴人Ｂ信用金庫（旧信金）の従業員であった控訴人Ａらが、
旧信金の理事長らのメールファイルに無断でアクセスし、メール
ファイルや添付ファイルを閲覧・印刷したことなどを理由として、他
部署に異動を命じられ、懲戒解雇されたところ、上記異動命令は不
当な退職勧奨として不法行為に当たり、また、上記懲戒解雇は懲
戒権の濫用であって無効であり、かつ、不法行為に当たるなどと主
張して、吸収合併により旧信金の権利義務を包括的に承継した被
控訴人Ｂに対し、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にある
ことの確認を求めるとともに、労働契約に基づく賃金請求として、懲
戒解雇されるまでの間に減額された賃金及び賞与の相当額、懲戒
解雇以降本判決確定の日までの間の賃金及び賞与、並びにこれ
らに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年６分
の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め、さらに、不法行
為に基づく損害賠償請求として、慰謝料200万円及びこれに対する
不法行為日である平成25年12月17日から支払済みまで民法所定
の年５分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めたのに
対して、原審が一審原告Ａらの請求を棄却したところ、これを不服
として一審原告Ａらが控訴した事案。
　№45の控訴審。

１　原判決を取り消す。
２ 控訴人Ａ１及び控訴人Ａ２が、被控訴人Ｂに対し、労働契
約上の権利を有する地位にあることを確認する。
３ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ１に対し、原判決別表１の「金額
（円）」欄記載の各金員及び遅延損害金を支払え。
４ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ１に対し、平成26年１月25日から
本判決確定の日まで、毎月25日限り（ただし、同日が休日又
は土曜日に当たる場合はその前日限り、前日が休日又は土
曜日に当たる場合はその前日限り）34万1554４円及び遅延損
害金を支払え。
５ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ１に対し、平成26年６月から本判
決確定の日まで、毎年６月30日及び12月10日限り（ただし、同
日が休日又は土曜日に当たる場合はその前日限り、前日が
休日又は土曜日に当たる場合はその前日限り）31万1984円
及び遅延損害金を支払え。
６ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ１に対し、200万円及びこれに対
する平成25年12月17日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
７ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ２に対し、原判決別表２の「金額
（円）」欄記載の各金員及び遅延損害金を支払え。
８ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ２に対し、平成26年１月25日から
本判決確定の日まで、毎月25日限り（ただし、同日が休日又
は土曜日に当たる場合はその前日限り、前日が休日又は土
曜日に当たる場合はその前日限り）30万円及び遅延損害金
を支払え。
９ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ２に対し、平成26年６月から本判
決確定の日まで、毎年６月30日及び12月10日限り（ただし、同
日が休日又は土曜日に当たる場合はその前日限り、前日が
休日又は土曜日に当たる場合はその前日限り）29万0780円
及び遅延損害金を支払え。
10 被控訴人Ｂは、控訴人Ａ２に対し、200万円及びこれに対
する平成25年12月17日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。

　本件控訴をいずれも棄却する。 原判決の判断を是認するとともに、控訴人Ａらは、旧信金の事情聴取の際には、一貫し
て旧信金の理事長らのメールファイルに無断でアクセスし、メールファイルや添付ファイル
を閲覧・印刷した行為等を行ったのは興味本位であると述べていたのに、懲戒委員会に
おいて控訴人らの懲戒解雇を承認する旨の決議がされると、突如として代理人を通じ、本
件アクセス等が公益通報目的であったと主張し始めたものであり、その主張の変遷につ
いて合理的な理由があるとは認められない。なお、控訴人Ａらは、かえって控訴人Ａらに
不利益な処分がされるおそれがあり、また、不正融資問題について組合の追及に悪影響
が生じることを懸念して、事情聴取の際には興味本位であると回答した旨主張するが、金
融機関において不正なアクセスを興味本位で行ったと答えれば、重大な非違行為として
重い懲戒処分を課される可能性のあることは見やすい道理であり、仮に公益通報目的が
あったとすれば、その旨堂々と伝えればよいのであって、そうした行動に出たからといっ
て、かえって不利益な処分がされるとか、組合の追及に悪影響が生じるという弁解は不合
理不可解といわざるを得ず、控訴人Ａらの上記主張は採用できないなどと判断し、控訴人
Aらの控訴を棄却した。

№45
TKＣ

25543767
51

名古屋高裁
金沢支部

平成28年
（ネ）第86号

平成28年９月14日
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

54 平成29年１月20日 静岡地裁
平成27年
（ワ）第390
号

被告Ｂが経営する短期大学部の准教授であった原告Ａが、平成
27年３月31日をもって懲戒解雇する旨の処分を受けたことについ
て、懲戒事由が存在しないこと、公益通報者保護法３条１号又は２
号に当たることから無効であると主張して、被告Ｂに対し、労働契
約上の地位の確認、平成27年４月１日以降の給与及び賞与並び
にこれらに対する各弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の
年５分の割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに、被告Ｂ
２、Ｂ３及びＢ４の共謀等により、被告Ｂにおいて違法・無効な本件
懲戒解雇を行ったことについて、原告Ａに対する不法行為が成立
する旨を主張して被告Ｂらに対し、不法行為に基づき慰謝料300万
円及びこれに対する本件懲戒解雇の日である平成27年２月19日
から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の
連帯支払を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂ学園は、原告Ａに対し、平成27年４月１日から本判
決確定の日まで、毎月21日限り月額43万5210円及びこれに
対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成27年４月１日から本判決確
定の日まで、毎年６月21日限り68万7318円及び毎年12月21
日限り91万4133円
並びにこれらに対するそれぞれ支払期日の日の翌日から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂらは、原告Ａに対し、連帯して、300万円及びこれに
対する平成27年２月19日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成27年４月１日から
本判決確定の日まで、毎月21日限り月額40万
4900円及びこれに対するそれぞれ支払期日の翌
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
３　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

原告Ａが告訴事実が存在したと信じるにつき相当な理由があるということはできないと
し、懲戒解雇が公益通報に対する報復とまでは認められないものの、懲戒事由に該当し
ないため無効であるとして、雇用契約上の地位を有していること及び賃金請求の範囲（通
勤手当及び賞与は否定）で認め、不法行為責任は認めなかった。

№61
TKＣ

25545204

55 平成29年２月14日 東京地裁
平成27年
（ワ）第
20004号

被告Ｂにおいて勤務していた原告Ａが、被告Ｂによる配転命令、
減給、自宅待機命令及び解雇等の一連の行為は、原告Ａがした内
部通報等に対する報復行為であって、不当な動機・目的に基づく
違法な措置であり、不法行為を構成するなどと主張して、被告Ｂに
対して損害賠償金及びこれに対する解雇日の翌日（不法行為後の
日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金
の支払を求めた事案。

被告Ｂは、原告Ａに対し、550万円及びこれに対する平成27
年６月19日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

　原告Ａの請求を棄却する。 配転命令は、降格に相当する職種変更及び減給を伴うもので、権利の濫用に当たり無
効であり、これを拒否したこと等を理由とする解雇も無効であるが、被告Ｂの一連の行為
が報復や不当な動機等に基づく違法な措置であるとは認められず、多額の未収金の発
生や監査で多数の指摘を受ける等原告Ａを施設長職から解く業務上の必要性自体は肯
定され、自宅待機中の賃金の支給、解雇の撤回、復職後の勤務地・配属部署の配慮、未
払賃金の支払などにより原告Ａの精神的苦痛も相当程度慰藉されているとして請求を棄
却した。

－
TKＣ

25548065

56 平成29年２月27日
広島高裁
松江支部

平成28年
（ネ）第59号

Ｃ共済組合Ｄ都道府県支部の嘱託職員であった控訴人Ａが、Ｃ共
済組合及びＣ共済Ｄ都道府県支部に存在した問題について国の機
関に対して通報を行ったところ、同通報を受けた国の機関の係員ら
が、本件通報を公益通報者保護法２条１項所定の公益通報として
扱わずにこれを放置して必要な調査や措置を行うことを遅延し、ま
た、控訴人Ａの氏名等をＣ共済組合に知らせるなどしたために、Ｃ
共済組合Ｄ都道府県支部から解雇されるなどして精神的苦痛を
被ったと主張して、被控訴人Ｂ（国）に対し、国家賠償法１条１項に
基づく損害賠償として、損害金330万円（精神的損害に対する慰謝
料300万円及び弁護士費用30万円）及びこれに対する遅延損害金
の支払を求めたのに対して、原審が控訴人Ａの請求を棄却したた
め、一審原告Ａが控訴した事案。
　№47の控訴審。

１　原判決を取り消す。
２ 被控訴人Ｂ（国）は、控訴人Ａに対し、330万円及びこれに
対する平成24年５月２日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。

　本件控訴を棄却する。 通報を受けた行政機関には調査の必要性等について裁量が認められている上、通報
対象事実は控訴人Ａの権利利益が侵害されたものではないので国家賠償法上の違法と
評価されることはなく、本件解雇は、通報以前の業務データの不正取得を理由とするもの
で、それは国の機関が本件通報を公益通報として扱ったか否かとは無関係に控訴人Ａが
惹起したものであるとして、結論として原判決を相当として控訴を棄却した。

№47
TKＣ

25545382

53 東京高裁
平成28年
（ネ）第2773
号

【第１事件】
一審原告Ａらが、一審被告Ｂ２、同Ｂ３、同Ｂ４及び同Ｂ５に対し、
一審被告学校法人Ｂ１の理事長である一審被告Ｂ２が、一審被告
Ｂ１の小学校の教頭である一審原告Ａ１に対し、同人がした業務監
査請求及びＣ都道府県に対する告発の報復として、一審被告Ｂ１
を退職させるよう一連の嫌がらせ行為を行い、また、一審原告Ａ２
について、懲戒事由がないのに、弁護士会に対して懲戒請求をし
て、一審原告Ａ２の業務を妨害する等したこと、及び、一審被告Ｂ３
及び同Ｂ４が一審被告Ｂ１に対して負っている信認義務に違反し
て、これらの不法行為を抑止せずに放置したこと、さらに、一審被
告Ｂ５が前記信認義務違反を助言したことにより、一審原告Ａ１が
精神的損害を被り、一審原告Ａ２が得べかりし報酬相当額の損害
を被ったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯し
て、各一審原告Ａらに対して、5,000万円を支払うよう求めたもの。
【第２事件】
一審原告Ａ１が、一審被告Ｂ１に解雇事由がないにもかかわらず
解雇されたとして、一審被告Ｂ１に対し、雇用契約による賃金支払
請求権に基づき、平成26年４月20日から本件訴訟の判決確定の
日まで、毎月20日限り、１か月当たり42万1951円の支払を求めると
ともに、主位的に、一審被告Ｂ１の小学校の教頭として雇用契約上
の権利を有する地位にあることの確認を求め、予備的に、一審被
告Ｂ１の一審原告Ａ１に対する懲戒解雇が無効であることの確認を
求めたのに対して、原審が解雇を無効、損害賠償請求はいずれも
棄却したところ、一審原告Ａら、一審被告Ｂ１の双方が控訴した事
案。
　№46の控訴審。

１　一審原告Ａ１及び一審原告Ａ２
（１）原判決中、一審原告Ａ１及び一審原告Ａ２（以下「一審原
告ら」という。）の敗訴部分を取り消す。
（２）一審被告らは、一審原告らに対し、連帯して、1,100万円
を支払え（一審原告らは、当審において、原審で一審被告Ｂ
２、同Ｂ３、同Ｂ４及び同Ｂ５に求めていた5,000万円の連帯支
払請求について、一審被告Ｂ１学園に対する請求を追加し、
金額を1,100万円に減縮した。）。
（３）一審被告Ｂ１は、一審原告Ａ１に対し、平成26年４月１日
から本判決確定の日まで、毎月20日限り43万1951円（ただ
し、平成27年４月１日以降は25万9170円）及び遅延損害金を
支払え。
（一審原告Ａ１は、当審において、原審における平成26年４
月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り42万1951円の
賃金請求について、上記のとおり拡張及び減縮した。）
（４）一審被告Ｂ１は、一審原告Ａ１に対し、平成26年４月１日
から本判決確定の日まで、毎年６月20日限り68万6340円（た
だし、平成27年４月１日以降は41万1804円）、毎年12月20日
限り91万7343円（ただし、平成27年４月１日以降は55万0405
円）及び遅延損害金を支払え。
（一審原告Ａ１は、当審において、同請求を追加した。）
（５）一審被告Ｂ１は、一審原告Ａ１に対し、３万円を支払え。
（一審原告Ａ１は、当審において、同請求を追加した。）
２　一審被告Ｂ１
（１）原判決中、一審被告Ｂ１敗訴部分を取り消す。
（２）ア　本案前の答弁
一審原告Ａ１の訴えをいずれも却下する。
イ　本案の答弁一審原告Ａ１の請求をいずれも棄却する。

１ 一審被告Ｂ１の控訴に基づき、原判決中一審
被告Ｂ１の敗訴部分を取り消す。
２ 上記の部分につき、一審原告Ａ１の請求をいず
れも棄却する。
３ 一審原告Ａ１の訴えのうち、一審被告Ｂ１が、一
審原告Ａ１に対して行った平成26年３月28日付け
の懲戒解雇の無効の確認を求める訴えを却下す
る。
４ 一審原告Ａ１及び一審原告Ａ２の控訴をいずれ
も棄却する。
５ 一審原告Ａ１の、当審における拡張請求を棄却
する。
６ 一審原告Ａ１及び一審原告Ａ２の、当審におけ
る追加請求をいずれも棄却する。
７ 訴訟費用は、第一、二審とも一審原告Ａ１及び
一審原告Ａ２の負担とする。

私立小学校の教頭である一審原告Ａが、運営主体である被告Ｂ１の理事長及び理事の
横領・背任を告発する書面を都道府県に提出したこと等を理由としてなされた懲戒解雇に
ついては、いずれも懲戒事由がなく無効であるが、普通解雇については、一審被告B１に
監督権限を有するC都道府県に対し、一審被告B１の理事に犯罪行為があるとして告発
する場合には、それがたとえ公益目的でなされた場合であったとしても、誤った告発に
よって当該理事の名誉を傷つけるのみならず、一審被告B１の信用を害し、その業務に支
障を生じさせるおそれがあることから、告発を行う一審原告Ａ１においても、告発内容が真
実であると信じるに足りる相当な根拠を有することが必要であり、このような根拠なく誤っ
た告発を行った場合には、一審被告Ｂ１の運営及び業務に重大な支障となり得る行為と
いえ、また一審被告Ｂ１の教職員としての資質・能力に重大な疑いを生じさせる行為で
あって、一審被告B１学園との雇用契約上の信頼関係を損なうものといえるから、就業規
則47条１号及び４号に該当するところ、本件告発において、一審被告B１及びB２につい
て、刑罰法令に違反する行為として指摘された行為は、いずれも横領・背任等の刑罰法
令に違反するものとは認められず、本件告発は誤った告発であり、一審原告A１がこれら
の告発を行った根拠は薄弱で、容易に確認できる事項の確認もなされていないのである
から、一審原告A１において、これらの告発内容が真実であると信じるに足りる相当な理
由があったとはいえず、普通解雇事由については就業規則47条１項及び４項に当たり有
効とした。

№46
TKＣ

25560685
平成28年12月７日
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

57 平成29年３月29日 岡山地裁
平成25年
（ワ）第1051
号

被告Ｂ大学の教授である原告Ａが、被告Ｂから停職３か月の懲戒
処分を受けたことから、①被告Ｂに対し、本件停職処分の理由と
なった懲戒事由は存在せず、処分は違法であるとしてその無効の
確認を求めるとともに、②被告Ｂに対し、（ア）本件停職処分が無効
であることを前提として、雇用契約に基づき、本件停職処分の停職
期間中の給与、期末調整手当及び勤勉手当の支払を、（イ）本件
停職処分が違法であることを理由として、不法行為（民法709条）に
基づき、損害賠償金330万円（慰謝料300万円及び弁護士費用30
万円）の支払を、③被告Ｂらに対し，被告Ｂ３が被告Ｂ１及び被告Ｂ
２と共謀の上で行った、原告Aに対する授業の禁止等を内容とする
命令が違法であることを理由として、被告Ｂ３、被告Ｂ１及び被告Ｂ
２については不法行為（民法709条）に基づき、被告B大学について
は使用者責任（民法715条）に基づき、連帯して損害賠償金330万
円（慰謝料300万円及び弁護士費用30万円）の支払を、それぞれ
求めた事案。

１ 原告Ａと被告Ｂとの間において、被告Ｂ大学が平成25年９
月13日付けで原告Ａに対してした停職処分が無効であること
を確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、287万9086円及び遅延損害金を
支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、330万円及びうち300万円に対す
る平成25年９月14日から、うち30万円に対する平成25年12月
７日から、それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
４ 被告Ｂらは、原告Ａに対し、連帯して330万円及びうち300
万円に対する平成25年６月１日から、うち30万円に対する平
成25年12月７日から（ただし、被告Ｂ１及び被告Ｂ２について
は同月８日から）各支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。

１ 原告Ａと被告Ｂとの間において、被告Ｂが平成
25年９月13日付けで原告Ａに対してした停職処分
が無効であることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、287万9086円及びうち
30万1492円に対する平成25年９月16日から、うち
53万2046円に対する平成25年10月16日から、うち
53万2046円に対する平成25年11月16日から、うち
25万7441円に対する平成25年12月16日から、うち
125万6061円に対する平成25年12月11日から、そ
れぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
３　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

１ 公益に係る事実の外部への情報提供につき、提供する内容が真実である場合はもち
ろん、仮に真実と認定するに至らない場合であっても、情報提供者がこれを真実であると
信じ、かつ、そのように信じるに足りる相当な理由がある場合は、その情報提供行為は違
法性が阻却され、それを理由として懲戒処分を行うことは許されない。
２ 少なくとも原告Ａが目撃した事実は、原告Ａの認識において情報提供に係る事実を疑
わしめるに足りるものであったことが認められるものであり、被告Ｂ大学では大学入試セ
ンター試験の得点不良者を合格させないため実技試験の得点を低く変更する操作が行
われたと信じるにつき正当な理由があったものと認定でき、本件情報提供は違法性を有
しないものといえるから、仮に本件情報提供を行ったのが原告Ａであったとしても、当該情
報提供行為は正当な懲戒事由とは認められない。
３ 報道機関に対する情報提供をしたこと、授業等禁止命令に反して学生の指導を行った
ことを理由として発せられた停職３か月の懲戒処分は無効であり、被告Ｂは原告Ａに対し
て処分期間中の未払給与の支払をしなければならない。
４ 違法な本件停職処分を発したとされた被告Ｂの不法行為責任及び、違法な授業等禁
止命令を発したとされる大学の理事長・副理事長・学部長の不法行為責任並びに被告Ｂ
の使用者責任については、処分を発するに当たっての調査は一応尽くされており被告Ｂ
らに故意・過失は認められないとして、損害賠償請求は棄却した。

№66
判秘

L07250601

58 金沢地裁

【第１事件】
第３事件被告法人Ｂ２が設置する本件大学及び本件大学院の准
教授である第１事件原告Ａが、Ａが所属する教室の主任であった
第１事件被告Ｂ１に対し、
１ 被告Ｂ１から度重なるハラスメント行為を受けたと主張して、不
法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、1,920万円及び平
成21年２月24日（不法行為の後である第１事件の「請求の趣旨拡
張申立書」送達日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合に
よる遅延損害金の支払を求めるとともに、
２ 前記のハラスメント行為により、原告Ａは本件大学及び本件大
学院において、平穏かつ充実した環境の下で研究教育活動を行う
ことを妨げられていると主張して、人格権及び准教授の学校教育
法上の地位に基づき、原告Ａが本件大学及び本件大学院で行う研
究、学生に対する教授、研究指導活動についての妨害活動及び名
誉毀損行為の差止めを求めた事案。
【第２事件〔第１事件反訴〕】
　被告Ｂ１が、
１ 原告Ａによる第１事件の提訴は、存在しないハラスメント行為に
ついて損害賠償及び差止めを求めるものであり、原告Ａもハラスメ
ント行為が存在しないことを熟知していたか、通常人であれば容易
にそのことを知り得たのに敢えて提起したものであるから、訴えの
提起自体が違法である、
２ 被告Ｂ１は、原告Ａの暴行により顔面打撲等の傷害を負ったな
どと主張して、原告Ａに対し、いずれも不法行為を理由とした損害
賠償請求権に基づき、200万円及びうち150万円に対する平成19年
５月15日（第１事件の訴状提出日）から、うち50万円に対する平成
20年３月13日（原告Ａが被告Ｂ１に暴行を加えた不法行為日）から
各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支
払を求めた事案。
【第３事件】
原告Ａが、被告Ｂ２に対して、（ア）①被告Ｂ２が、被告Ｂ１の原告
に対するハラスメント行為に加担し、又はこれを放置したとして、労
働契約上の内部告発者の保護義務ないし職場環境の整備義務違
反の債務不履行に基づき、又は、②被告Ｂ１の行為について民法
715条ないし国家賠償法１条１項に基づき、合計1,500万円及びこれ
に対する平成23年６月15日（第３事件の訴状送達日の翌日）から
支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払
を求めるとともに、（イ）労働契約上の職場環境整備請求権に基づ
き、原告Ａが本件大学及び本件大学院で行う研究、学生に対する
教授、研究指導活動について、被告Ｂ１が妨害活動及び名誉毀損
行為をすることを被告Ｂ２において防止すること及び被告法人Ｂ２
がこれらに加担しないことを求めた事案。

平成19年
（ワ）第305
号

平成21年
（ワ）第26号

平成23年
（ワ）第281
号

１ 第１事件に係る訴えのうち、第１事件原告Ａの
第１事件被告Ｂ１に対する差止請求に係る訴えを
却下する。
２ 第１事件被告Ｂ１は、第１事件原告Ａに対し、
165万円及びこれに対する平成21年２月24日から
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３ 第１事件原告Ａの第１事件被告Ｂ１に対するそ
の余の請求を棄却する。
４ 第１事件被告Ｂ１の第１事件原告Ａに対する請
求を棄却する。
５ 第３事件に係る訴えのうち、第１事件原告Ａの
第３事件被告Ｂ２に対する行為請求及び差止請求
に係る訴えを却下する。
６ 第３事件被告Ｂ２は、第１事件原告Ａに対し、
220万円及びこれに対する平成23年６月15日から
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
７ 第１事件原告Ａの第３事件被告Ｂ２に対するそ
の余の請求をいずれも棄却する。

１　第１事件
（１） 第１事件被告Ｂ１は、第１事件原告Ａに対し、第１事件原
告Ａが本件大学及び本件大学院で行う研究、学生に対する
教授、研究指導活動について、下記ア及びイの各行為を含む
いかなる妨害活動及び名誉毀損行為をしてはならない。
ア 第１事件原告Ａが本件大学で学生に対して行う「薬物治
療の基礎」の授業をする権利を不当に侵害する行為
イ　事実がないのに次の内容の情報を発信する行為
（ア） 第１事件原告Ａが本件大学構成員に対して加害行為を
行った。
（イ）　第１事件原告Ａが物品を盗んだ。
（ウ）　第１事件原告Ａが始末書の提出が必要な言動をした。
（エ）　第１事件原告Ａが無断欠勤をした。
（オ）　第１事件原告Ａに職務懈怠があった。
（カ）　第１事件原告Ａの講義の評判が悪かった。
（キ）　第１事件原告Ａに対する学生からの苦情が多かった。
（２） 第１事件被告Ｂ１は、第１事件原告Ａに対し、1,920万円
及びこれに対する平成21年２月24日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
２　第２事件（第１事件反訴事件）
第１事件原告Ａは，第１事件被告Ｂ１に対し、200万円及びう
ち150万円に対する平成19年５月15日から、うち50万円に対
する平成20年３月13日から各支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
３　第３事件
（１）　第３事件被告Ｂ２は、第１事件被告Ｂ１による第１事件原
告Ａの本件大学及び本件大学院で行う研究、学生に対する
教授、研究指導活動に対する妨害活動及び名誉毀損行為を
防止し、これに加担してはならない。
（２） 第３事件被告Ｂ２は、第１事件原告Ｂ１に対し、1,500万
円及びこれに対する平成23年６月15日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

TKＣ
25545627

ＡとＢ１との
間の控訴審：
名古屋高裁
金沢支部平
成29年11月
29日判決（平
成29年（ネ）
第91号、平成
29年（ネ）第
149号）

１ 准教授である原告Ａ（第１・第３事件原告兼第２事件被告）の上司で教室主任の教授で
ある被告Ｂ１（第１事件被告兼第２事件原告）が、原告Ａに対して行った様々な行為（①原
告Ａの使用する機器室とセミナー室との間にホワイトボード等を間仕切り状に設置した行
為、約９年間にわたり原告Ａの鍵の使用を制限した行為、原告Ａの担当コマ数を削減する
などしたこと、原告Ａに対する発言、原告Ａの勤務成績に関する報告書、原告Ａから暴行
を受け、負傷したという虚偽の事実の報告書の提出や警察署への被害届の提出）につい
て、本件教室の主任としての権限を逸脱又は濫用したものであったり、原告Ａに対する嫌
がらせを目的としたものとして不法行為法上違法な行為とした。
２ 原告Ａが、被告Ｂ２のハラスメント防止委員会による解決ではなく、第１事件を提起した
ことが信義則に反し、訴権の濫用に当たるということはできないとした。
３ 原告Ａの被告Ｂ１に対する人格権及び准教授の学校教育法上の地位に基づく差止請
求は、請求が特定されているということはできず、不適法であるとされた。
４ 原告Ａが被告Ｂ１の不法行為として主張する行為のうち、間仕切り状の設置行為、鍵
の使用制限行為、鍵の紛失に関する発言、報告書提出行為、授業の割当てに係る行為
は、科目責任者ないし本件教室の主任としての権限に基づく行為で、純然たる私経済作
用又は国家賠償法２条の営造物の設置管理作用に当たるものではないことは明らかで
あるので、「公権力の行使」に当たり、また行為の外形においては、被告Ｂ１の職務行為
そのものというべきであり「職務の執行について」に当たるから、国家賠償法１条１項の適
用があるため、被告Ｂ１個人は、原告Ａに対して不法行為に基づく損害賠償責任を負わな
いとした。
５ 被告Ｂ２が、ハラスメント行為の有無等の事実関係を調査をした上で、具体的な対応
をすべき義務（原告Ａの職場環境改善に向けた対応義務）を尽くしたということはできず、
ハラスメント対策として一つの有力な方策であったと評価できる方策の実現に向けた具体
的な取組みを行ったとは評価し難いことなどから、被告Ｂ２は、平成19年１月12日以降、
被告Ｂ１が退職した平成27年７月31日までの間、原告Ａの職場環境改善に向けた対応義
務を尽くさなかったことについて、原告Ａに対して、債務不履行責任を負うとした。
６ 原告Ａの被告Ｂ２に対する国家賠償法１条１項ないし民法715条に基づく損害賠償請
求（１の行為のうち、警察署への被害届提出を除く行為について）として165万円を認容、
原告Ａの被告Ｂ２に対する債務不履行に基づく損害賠償請求として55万円を認容、原告Ａ
の被告Ｂ１に対する不法行為に基づく損害賠償請求（１の行為のうち、警察署への被害届
提出の行為について）として165万円を認容した。

平成29年３月30日

14 / 24 ページ



№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

59 平成29年６月１日 東京高裁
平成28年
（ネ）第4918
号

労働者である一審原告Ａが、使用者である一審被告Ｂに対し、違
法・無効な解雇を受け、解雇前の降格及び裁量労働制から適用除
外も違法・無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位の確
認並びに平成25年10月以降の降格、裁量労働制からの適用除外
及び解雇の無効を前提とした毎月73万4667円の賃金及び同年９
月以前の降格及び裁量労働制からの適用除外の無効を前提とし
た賃金の未払分の各支払を求めた事案。
原告Ａは、Ｃ都道府県労働局へ偽装請負の事実を申告し、被告
親会社のコンプライアンス担当部署に対して一審被告Ｂの労働者
からパワーハラスメントを受けた事実を通報しており、原審では降
格と解雇が有効、裁量労働制除外措置が無効と判断された事案。
　№52の控訴審。

１　一審原告Ａ
（１）　原判決を次のとおり変更する。
（２） 一審原告Ａが、一審被告Ｂに対し、雇用契約上の権利
を有する地位にあることを確認する。
（３） 一審被告Ｂは、一審原告Ａに対し、平成25年10月25日
から本判決確定の日まで毎月25日限り73万4667円及びこれ
に対する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合に
よる金員を支払え。
（４） 一審被告Ｂは、一審原告Ａに対し、180万7040円及びこ
のうち原判決別紙１「未払賃金請求目録」記載の各「請求額」
欄記載の金額に対する各「給与支給年月日」記載の日の翌
日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２　一審被告Ｂ
（１）　原判決中一審被告Ｂ敗訴部分を取り消す。
（２）　上記部分につき、一審原告Ａの請求を棄却する。

１ 一審被告Ｂの控訴に基づき、原判決のうち一審
原告Ａの平成25年９月分の未払賃金請求に関する
部分（原判決主文第１項（３）及び第２項の該当部
分）を次のとおり変更する。
（１） 一審被告Ｂは、一審原告Ａに対し、6,846円及
びこれに対する平成25年９月26日から支払済みま
で年６分の割合による金員を支払え。
（２） 一審原告Ａのその余の上記請求を棄却す
る。
２　一審被告Ｂのその余の控訴を棄却する。
３　一審原告Ａの控訴を棄却する。

　原審と同様。
加えて、本件における偽装請負申告という公益通報の重要性や通報者である一審原告
Ａの保護の必要性の点を考慮しても、前記認定の一審原告Ａの著しく不良な言動や態度
等に鑑みれば、本件解雇は、客観的かつ合理的な理由を備えた社会通念上相当なもの
というべきであるから、一審原告Ａの雇用契約上の権利を有する地位の確認請求及び雇
用契約上の地位を前提にした本件解雇後の賃金支払請求は理由がない。

№52
№67

Ｄ1
28254926

60 平成29年６月７日 東京高裁
平成29年
（ネ）第168
号

被控訴人Ｂから配転命令を受けた控訴人Ａが、配転命令は無効
と慰謝料請求を求めた事案の控訴審。
控訴人Ａは、被告の常務理事らがタクシーの不正利用等をしてい
ると監事に報告していた。
　原審は請求棄却。

１　原判決を取り消す。
２ 控訴人Ａが、被控訴人Ｂ企画部調査役として勤務する労
働契約上の義務のないことを確認する。
３ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、330万円及びこれに対す
る平成26年６月５日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

１ 原判決中、控訴人Ａの慰謝料請求に関する部
分を次のとおり変更する。
２ 被控訴人Ｂは、控訴人Ａに対し、33万円及びこ
れに対する平成26年６月５日から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
３　控訴人Ａのその余の請求を棄却する。
４ 控訴人Ａのその余の控訴及び当審における追
加請求をいずれも棄却する。

控訴人Ａの監事への報告は情報提供にとどまり、公益通報者保護法にいうところの公
益通報にも公益通報者にも当たらない。
　よって、上記理由をもって、本件配転命令が権利濫用に該当する余地はない。
平成25年夏季の賞与査定については、被控訴人Ｂの裁量権の逸脱による違法性が認
められる。

東京地裁平
成28年11月
29日判決
(平成26年
(ワ)12884号)

Ｄ1
28252927

61 平成29年７月13日 東京高裁
平成29年
（ネ）第640
号

一審被告Ｂが経営する短大の准教授であった一審原告Ａが、理
事長等の職にあった一審被告Ｂら３名を強要罪で告訴したが、そ
の事実が認められず、懲戒解雇を受けたため、該解雇の無効を主
張して、地位確認と賃金請求及び不法行為の賠償請求をし、原審
が地位確認と賃金請求の一部を認容し、その余を棄却したのに対
し、双方が敗訴部分につき控訴した事案。
　№54の控訴審。

１ 一審原告Ａが、一審被告Ｂに対し、労働契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
２ 一審被告Ｂ学園は、一審原告Ａに対し、平成27年４月１日
から本判決確定の日まで、毎月21日限り月額43万5210円及
びこれに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
３ 一審被告Ｂは、一審原告Ａに対し、平成27年４月１日から
本判決確定の日まで、毎年６月21日限り68万7318円及び毎
年12月21日限り91万4133円並びにこれらに対するそれぞれ
支払期日の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
４ 一審被告Ｂらは、一審原告Ａに対し、連帯して、300万円及
びこれに対する平成27年２月19日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。

一審被告Ｂの本件控訴及び一審原告Ａの本件控
訴をいずれも棄却する。

通勤手当及び賞与の各請求権は民法536条２項の「反対給付を受ける権利」に含まれ
ないとし、原判決は結論において相当として、双方の控訴を棄却した。

№54
TKＣ

25547173

62 平成29年７月27日 東京高裁

平成28年
(ネ)3491号

平成28年
(ネ)4429号

鍼灸等の教育を行う専修学校を設置運営する学校法人である控
訴人Ａの専任教員として勤務していた被控訴人Ｂが、他の教員らと
共に控訴人Ａの理事長の更迭工作に関与し、その目的を達するた
めに不当な行為を行ったことを理由として平成26年３月12日に懲
戒解雇されたことについて、控訴人Ａに対し、その懲戒解雇が無効
であると主張して、
１　労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、
２ 懲戒解雇後、本判決確定に至るまでの賃金（月額24万0960円）
及び賞与（毎年７月及び12月に各30万2940円）並びにこれらに対
する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割
合による遅延損害金の支払、
３ 上記懲戒解雇が不法行為に該当すると主張して、慰謝料200万
円及び弁護士費用20万円の合計220万円並びにこれに対する不
法行為の日である平成26年３月12日から支払済みまで同法所定
の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。
　№48の控訴審。

１　控訴の趣旨
（１）　原判決中、控訴人Ａ敗訴部分を取り消す。
（２）　前項の部分につき、被控訴人Ｂの請求を棄却する。
２　附帯控訴の趣旨
　原判決主文第４項及び第５項を次のとおり変更する。
控訴人Ａは、被控訴人Ｂに対し、220万円及びこれに対する
平成26年３月12日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。

１ 控訴人Ａの本件控訴及び被控訴人Ｂの本件附
帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人Ｂが、控訴人Ａに対し、労働契約上
の権利を有する地位にあることを確認する。
(2) 控訴人Ａは、被控訴人Ｂに対し、以下の各金
員を支払え。
ア ８万6745円及びこれに対する平成26年３月21
日から支払済みまで年５分の割合による金員
イ 534万9312円及び平成26年４月から平成29月
まで毎月各14万4576円に対する当該月の21日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員
ウ 20万6759円及びこれに対する平成29年５月21
日から支払済みまで年５分の割合による金員
エ 平成29年６月から本判決確定に至るまで毎月
20日限り各24万0960円及びこれらに対する各支払
期日の翌日から支払済みまで年５分の割合による
金員
オ 平成29年７月から本判決確定に至るまで毎年
７月６日及び毎年12月６日限り、各30万2940円及
びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済み
まで年５分の割合による金員
カ 143万円及びこれに対する平成26年３月12日
から支払済みまで年５分の割合による金員

被控訴人Ｂが主張する不当な公益通報をしたことを認めるに足りる証拠はない。控訴人
Ａらが本件謀議に基づき被控訴人Ｂの理事長の更迭工作を行ったことを問題とする本件
懲戒解雇は、控訴人Ａがそのような行為を行ったとは認められないから無効である。

№48
ＷＬ

2017WLJPＣ
Ａ07276009
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

63 平成29年９月19日 東京地裁
平成28年
（ワ）第
11985号

被告Ｂに雇用されていた原告Ａが、平成27年10月15日付で解雇
されたが、同解雇は原告Ａが公益通報したことを理由にしたもので
あり、かつ解雇権の濫用に当たるから無効であるとして、被告Ｂに
対し、労働契約上の権利を有する地位の確認、平成27年10月16日
から平成28年３月末日までの未払賃金の合計240万4655円（直近
１年分賃金の月平均額43万5932円の上記期間に相当する金額）
から既払金119万9177円を控除した残額120万5478円及び各支払
期日の翌日から支払済まで商事法定利率年６分の割合に遅延損
害金、平成28年４月以降、毎月20日限り43万5932円の賃金及びこ
れに対する支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年６
分の割合による遅延損害金、並びに平成27年12月分の賞与は被
告Ｂの就労拒否が原因で査定されず発生しなかったため、不法行
為に基づき同月分の賞与相当額の損害賠償金30万円及びこれに
対する不法行為日以降である平成27年12月21日から民法所定の
年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

１ 原告Ａが被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは原告Ａに対し、120万5478円及びうち別紙請求債
権一覧表「請求金額」欄記載の各金員に対する同表「支払
日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年６分の割合に金
員を支払え。
３ 被告Ｂは原告Ａに対し、平成28年４月から、毎月20日限
り、43万5932円及びこれらに対する支払期日の翌日から支払
済みまで年６分の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂは原告Ａに対し、30万円及びこれに対する平成27
年12月21日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

１ 原告Ａの訴えのうち、本判決確定の日の翌日
から毎月20日限り43万5932円及びこれに対する各
支払期日の翌日から支払済みまで年６分の割合
による金員の支払を求める部分を却下する。
２　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

原告Ａによる公益通報は認められないことから同通報は存在せず、公益通報を理由と
する解雇と認めることはできないとし、原告Ａの一連の行為は就業規則の「業務命令に不
当に反抗し、職場秩序を乱したとき」に該当し、本件解雇は客観的合理性・社会通念上の
相当性が認められ権利濫用には当たらないことから本件解雇は有効であるとし、原告Ａ
の請求はいずれも理由がないとして棄却し、判決確定日以降の未払賃金請求は訴えの
利益がないとして却下した。

－
TKＣ

25548981

64 平成29年10月31日 東京地裁
平成28年
（ワ）第
33860号

被告Ｂ都道府県を発注者とする水道管工事の施工下請会社に勤
務していた原告Ａが、上記工事の不正の是正を求めるなどしたとこ
ろ勤務先からの退職を余儀なくされた上、その後被告Ｂ都道府県
に上記工事の不正を通報したのに被告Ｂ都道府県から公益通報
者として扱われなかったことにつき、①被告Ｂ都道府県が上記工事
の監督を適正に行わなかったこと及び②被告Ｂ都道府県が原告Ａ
を公益通報者として扱わなかったことは原告Ａに対する違法行為
であると主張して、被告Ｂ都道府県に対し、国家賠償法１条１項に
基づき、慰謝料300万円及びこれに対する上記工事の是正工事の
完了が報告された平成25年10月７日から支払済みまで民法所定
の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

被告Ｂ都道府県は、原告Ａに対し、300万円及びこれに対す
る平成25年10月７日から支払済みまで年５分の割合による金
員を支払え。

　原告Ａの請求を棄却する。 被告Ｂ都道府県は本件工事の発注者であり、原告Ａに対し本件工事を監督すべき職務
上の法的義務は負わないとし、また、原告Ａは本件通報当時勤務していた会社を退職し、
本件事業に従事する「労働者」であるとはいえず、被告Ｂ都道府県の部局が定めた公益
通報処理要綱所定の公益通報の主体ではなかったとし、請求を棄却した。

－
TKＣ

25549785

65 平成29年12月13日 東京地裁
平成28年
（ワ）第
32019号

病院の副院長であった原告Ａが、国の機関の職員による不当な
圧力等について記載した大臣宛の文書案を大臣政務官に送付し
たところ、当時の課長であった被告Ｂ１がこれを入手し、Ｄ都道府
県の医療整備課の課長である被告Ｂ２に送付するとともに、同文
書案を病院を経営する医療法人の理事長に送付して原告Ａを懲戒
解雇するよう求めることを指示し、被告Ｂ２において同理事長に同
文書案を送付して原告Ａを懲戒解雇するように求めて、原告Ａの言
論活動を妨害しようとしたため、精神的損害を被ったと主張して、
被告Ｂらに対し、共同不法行為に基づき、損害賠償及びこれに対
する民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求
めた事案。

被告Ｂらは、原告Ａに対し、連帯して25万4000円及びこれに
対する訴状送達の日の翌日（被告Ｂ１については平成28年11
月12日、被告Ｂ２については同月９日）から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 文書のうち、不当な圧力について調査等を求めた部分は、公益通報者保護法２条３項
における「通報対象事実」に、その内容は国家公務員法100条１項にいう「秘密」に当たら
ず、被告Ｂらの文書の送付は不法行為を構成しないとし、被告Ｂらが理事長に原告Ａの懲
戒解雇を求めたことを伺わせる証拠は一切ないとして、請求を棄却した。

－
TKＣ

25551060

66 平成29年12月21日
広島高裁岡
山支部

平成29年
（ネ）第96
号

平成29年
（ネ）第
152号

被控訴人Ａが、控訴人Ｂ大学に対し、①本件停職処分の無効確
認、②雇用契約に基づき、未払給与、期末調整手当及び勤勉手当
の支払（附帯請求は、各支払日の翌日から支払済みまで民法所定
の割合による遅延損害金の請求。）、③本件停職処分に関し、不法
行為に基づき、慰謝料及び弁護士費用の賠償（附帯請求は、不法
行為の後の日である、慰謝料につき本件停職処分の翌日から、弁
護士費用につき訴状送達の翌日から、各支払済みまで民法所定
の割合による遅延損害金の請求。）、④授業等禁止命令に関し、不
法行為に基づき、慰謝料及び弁護士費用の賠償（附帯請求は、不
法行為の後の日である、慰謝料につき授業等禁止命令の翌日か
ら、弁護士費用につき訴状送達の翌日から、各支払済みまで民法
所定の割合による遅延損害金の請求。）を、それぞれ求めたのに
対して、原審が本件停職処分及び授業等禁止命令は違法と判断し
たため、Ｂ大学が本件控訴を提起し、Ａが本件附帯控訴を提起した
事案。
（なお、Ａは、原審において、授業等禁止命令に関する不法行為
が、Ｂ大学、一審Ｂ１、Ｂ２及びＢ３の共同不法行為であると主張し
て、Ｂ１、Ｂ２及びＢ３も共同被告とし、損害の連帯賠償を求めてい
たところ、原審が、Ｂ１、Ｂ２及びＢ３に対する請求を棄却し、Ａが控
訴しなかったため、いずれも確定した。）
　№57の控訴審。

１　控訴の趣旨
（１）　原判決主文１項及び２項を取り消す。
（２） 前記の部分につき、被控訴人Ａの請求をいずれも棄却
する。
２　附帯控訴の趣旨
（１）　原判決主文３項を取り消す。
（２） 控訴人Ｂ大学は、被控訴人Ａに対し、330万円、並びに、
うち300万円に対する平成25年９月14日から、及び、うち30万
円に対する平成25年12月７日から、それぞれ支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
（３） 控訴人Ｂ大学は、被控訴人Ａに対し、330万円、並びに、
うち300万円に対する平成25年６月１日から、及び、うち30万
円に対する平成25年12月７日から、それぞれ支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。

　本件控訴及び附帯控訴を棄却する。 授業等禁止命令は、懲戒処分手続を開始するに当たってした業務命令であり、その裁
量を逸脱又は濫用したものとは評価できないとし、本件停職処分は相当性を欠き違法で
あるとしつつ過失があったとは認められないから不法行為責任は認められないとして、請
求に対する結論においては原判決は相当であるとした。

№57
判秘

Ｌ07220587

67 平成30年３月27日 東京地裁
平成29年
（ワ）第7219
号

原告Ａは被告Ｂの子会社で雇用されていたが、Ｄ都道府県労働
局に被告Ｂの子会社による偽装請負を申告し、被告Ｂのコンプライ
アンス本部に対して被告子会社Ｂの不法行為の事実を通報した。
その後、原告Ａは解雇された（別訴にて解雇有効との判決）が、
被告Ｂが子会社と共同して違法な労働環境で原告Ａを働かせた、
子会社による違法な懲戒処分や解雇を放置したなどと主張して、
不法行為に基づく損害賠償として慰謝料及び逸失利益300万円の
うち10万円及びこれに対する民法所定の年５分の割合による遅延
損害金の支払を求めた事案。

被告Ｂは、原告Ａに対し、10万円及びこれに対する平成25
年３月28日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

　原告Ａの請求を棄却する。 　前提として、別件訴訟で子会社による原告Ａの解雇は有効であると判断されている。
本件解雇について、原告Ａが被告Ｂに対して通報したことを理由に行われたことをうか
がわせる事実は認められず、原告Ａを解雇する目的で原告Ａの通報に対する被告Ｂによ
る調査が行われたとの事実も認められない。
被告Ｂは、コンプライアンス通報制度を設けており、通報内容等に応じて適切に対応す
べき信義則上の義務を負う場合があると解されるとしても、被告Ｂ子会社による不法行為
の事実が認められないこと、原告Ａのコンプライアンス本部に対する通報の経過について
原告Ａの主張を裏付ける客観的証拠がないこと、別件訴訟で被告Ｂ子会社がした本件懲
戒処分や本件解雇が有効と判断されていることに鑑みれば、原告Ａの通報に対する被告
Ｂの対応が被告Ｂの負う信義則上の義務に違反する事実があるものとは認められない。

№52
№59

Ｄ1
29049539
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

68 平成30年10月30日 和歌山地裁
平成28年
（ワ）第182
号

被告Ｂとの雇用契約に基づき、介護老人保健施設で就労してい
た原告Ａが、被告Ｂに対し、①普通解雇が無効であり、かつ、不法
行為を構成すると主張して、理学療法士として就労する雇用契約
上の権利を有する地位の確認並びに②本件解雇の翌日から本判
決確定の日までの未払賃金、③７月分賞与及び④12月分賞与の
各支払を求めるとともに、⑤損害賠償金として550万円（慰謝料500
万円、弁護士費用50万円）及びこれに対する不法行為より後の日
である平成27年12月11日から支払済みまで民法所定年５分の割
合による遅延損害金の支払を求め、さらに、⑥平成26年３月分から
平成27年11月分までの未払賃金として、269万5504円（元金253万
1716円及びこれに対する各支払日の翌日から平成28年３月31日
までの民法所定年５分の割合による確定遅延損害金16万3788円
の合計額）及びうち253万1716円に対する同年４月１日から支払済
みまで同割合による遅延損害金の支払を求めた上、⑦これに係る
付加金として252万5179円及び本判決確定の日の翌日から支払済
みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた
事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、理学療法士として就労する雇用
契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成27年12月11日から本判決
確定の日まで、毎月25日限り、月額40万円の割合による金員
を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成28年７月25日から本判決確
定の日まで、毎年７月25日限り、月額33万円の割合による金
員を支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成28年12月25日から本判決
確定の日まで、毎年12月25日限り、月額23万円の割合による
金員を支払え。
５ 被告Ｂは、Ａに対し、550万円及びこれに対する平成27年
12月11日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
６ 被告Ｂは、原告Ａに対し、269万5504円及びうち253万1716
円に対する平成28年４月１日から支払済みまで年５分の割合
による金員を支払え。
７ 被告Ｂは、原告Ａに対し、252万5179円及びこれに対する
本判決確定の日の翌日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成27年12月11日か
ら本判決確定の日まで、毎月25日限り、月額29万
円の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、214万3396円及びうち
201万8681円に対する平成28年４月１日から支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

被告Ｂの職員らを集め、被告Ｂの理事長が施設入所者に暴行を振るった事件の再発防
止のため、自己の行為に協力する者を募るなどした原告Ａの行為は被告Ｂ主張の解雇事
由に該当せず、労働契約法16条に反して無効としたが、原告Ａの被告Ｂに対する理学療
法士として就労する雇用契約上の権利の地位確認請求については、原告Ａが雇用契約
上の権利を有する地位にあることの確認の限度で理由があるとして、未払賃金を算定す
るなどして請求を一部認容し、不法行為に基づく損害賠償については棄却した。

－
TKＣ

25561625

69 平成30年11月29日 東京地裁
平成29年
（ワ）第5233
号

被告Ｂの従業員である原告Ａは、被告Ｂによる原告Ａの解雇が無
効として、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並び
に当該解雇の後に生ずるバックペイとしての賃金及び遅延損害金
についての支払を求めた事案。

１ 原告Ａが被告Ｂに対して労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、59万1419円及びこれに対する平
成29年１月26日から支払済みまで年６分の割合による金員を
支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成29年２月以降、毎月25日限
り、183万3400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払
済みまで年６分の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、500万円及びこれに対する平成
29年３月16日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

１ 被告Ｂは、原告Ａに対し、1,165万0961円並びに
うち59万1419円に対する平成29年１月26日から、
うち183万3400円に対する同年２月26日から、うち
183万3400円に対する同年３月26日から、うち183
万3400円に対する同年４月26日から、うち183万
3400円に対する同年５月26日から、うち183万3400
円に対する同年６月26日から、うち183万3400円に
対する同年７月26日から及びうち５万9142円に対
する同年８月26日から各支払済みまで年６分の割
合による各金員を支払え。
２　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

原告Ａは、原告ＡがＤ国の証券取引委員会に被告Ｂの内部統制に問題があること等を
公益通報したことが配置転換の理由であり、報復人事に当たると主張したが、公益通報
をした日より以前に配置転換が行われており、報復人事には当たらない。

－
TKＣ

25562181

70 令和元年８月８日 京都地裁
平成28年
（行ウ）第20
号

被告Ｂの職員である原告Ａは、被告Ｂ市区町村の児童相談所に
勤務していた平成27年３月及び10月、Ｂ市区町村内の児童養護施
設で起きたと疑われる被措置児童虐待の不祥事について、同児童
相談所が適切な対応を採っていなかったとの認識を有したことか
ら、これを問題視し、被告Ｂの公益通報処理窓口に対して二度に
わたり、いわゆる公益通報を行った。
原告Ａは、同年12月４日、上記の各公益通報の前後の時期に
行ったとされる（１）勤務時間中に、上記虐待を受けたとされる児童
と児童記録データ等を繰り返し閲覧した行為【本件対象行為１】、
（２）上記虐待を受けたとされる児童の児童記録データを出力して
複数枚複写し、そのうちの１枚を自宅へ持ち出した上に無断で廃棄
した行為【本件対象行為２】、（３）職場の新年会及び組合交渉の場
で、上記虐待を受けたとされる児童の個人情報を含む内容を発言
した行為【本件対象行為３】について、地方公務員法29条１項各号
所定の事由（以下「懲戒事由」という。）に該当するものとして、Ｂ市
区町村長から、停職３日の懲戒処分（以下「本件懲戒処分」とい
う。）を受けた。
本件は、本件懲戒処分を不服とする原告Ａが、上記の各内部通

報の前後の時期に行ったとされる上記各行為は、事実と異なる部
分があることに加え、上記被措置児童虐待の不祥事に対する上記
児童相談所の対応が不適切であるとの問題意識に基づき行った
正当な行為として懲戒事由にそもそも該当しないと主張するほか、
また、仮に懲戒事由に該当するとしても、原告Ａによる上記各行為
の目的の正当性や、本件懲戒処分が結論ありきで行われたこと、
他の事例との比較において重きに失すること、手続の適正の欠如
などを考慮すれば、市区町村長が行った本件懲戒処分には裁量
権を逸脱又は濫用した違法があるなどと主張して、本件懲戒処分
の取消しを求めた事案。

Ｂ市区町村長が平成27年12月４日付けで原告Ａに対してし
た停職３日の懲戒処分を取り消す。

Ｂ市区町村長が平成27年12月４日付けで原告Ａ
に対してした停職３日の懲戒処分を取り消す。

１ 本件対象行為１について、地方公務員法35条の職務専念義務違反や、本件懲戒指
針所定の勤務態度不良といった非違行為として評価することはできない。したがって、本
件対象行為１は、地方公務員法29条１項各号のいずれの懲戒事由にも該当しない。
２ 本件対象行為２について、本件複写記録の自宅への持ち出し行為は、非公開情報
である本件複写記録を職場外に持ち出したものであって、本件管理基準７条に違反する
ことは明らかである。また、本件対象行為２のうち本件複写記録を自宅で廃棄した行為
は、Ｆ課長らにより、本件複写記録の情報漏えい等の事故を防ぐための適切な処分をす
るために同記録の返却を指示されていたにもかかわらず、その指示に従わず同記録の適
切な処分を妨げたものであるから、本件管理基準に違反することは明らかである。した
がって、本件対象行為２は、少なくとも、地方公務員法29条１項１号の懲戒事由に該当す
るものといえるものの、本件懲戒指針では、情報セキュリティーポリシー違反の非違行為
については戒告から免職まで処分量定の幅は広く規定されている中で、過去に非公開情
報がインターネットを経由して外部から閲覧できる状態となり当該情報の拡散を招いた職
員が停職10日の懲戒処分とされた懲戒事例との比較において、本件対象行為２を行った
原告Ａに対する懲戒処分として、本件複写記録の情報が拡散するまでには至らなかった
にもかかわらず、停職３日とする本件懲戒処分を選択することは、重きに失するものとい
わざるを得ない。
よって、本件懲戒処分は、社会観念上著しく妥当を欠いて、その裁量権を逸脱又は濫用
した違法がある。

№72
TKＣ

25564023
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71 令和２年３月３日 東京地裁
平成30年
（ワ）第4347
号

被告Ｂ１との間で労働契約を締結し、被告Ｂ１と被告Ｂ２との間の
労働者派遣契約に基づいて被告Ｂ２に派遣されて就労していた原
告Ａが、①被告Ｂ２の執行役員であった被告Ｂ３及び取締役であっ
た被告Ｂ４の言動により人格権が侵害されたと主張して、被告Ｂ３
及び被告Ｂ４に対し、不法行為に基づき、それぞれ慰謝料400万円
及びこれに対する各不法行為の日から支払済みまで民法所定の
年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告Ｂ１及び被
告Ｂ２は上記人格権侵害に係る対応においてそれぞれ就業環境
配慮・整備義務を怠ったと主張して、不法行為に基づき、被告Ｂ２
に対し慰謝料200万円、被告Ｂ１会社に対し慰謝料400万円及びこ
れに対する各不法行為の後の日から支払済みまで民法所定の年
５分の割合による遅延損害金の支払を求め、③被告Ｂ２が被告Ｂ１
との間の原告Ａに係る労働者派遣契約を更新しなかったことなど
が労働組合法７条の不当労働行為に該当し、これにより原告Ａの
団結権等が侵害されたと主張して、被告Ｂ２に対し、不法行為に基
づき慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日から支払済み
まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、④
被告Ｂ２の執行役員である被告Ｂ５は、被告Ｂ２の人事部長に対し
て不当な目的で上記労働者派遣契約の更新拒否等をするよう指
示したと主張して、被告Ｂ５に対し、不法行為に基づき慰謝料400万
円及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の
年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

１ 被告Ｂ３は、原告Ａに対し、400万円及びこれに対する平成
27年７月27日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
２ 被告Ｂ４は、原告Ａに対し、400万円及びこれに対する平成
28年７月25日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
３ 被告Ｂ２は、原告Ａに対し、400万円及びうち200万円に対
する平成29年７月24日から、うち200万円に対する同年10月
26日から支払済みまで年５分の割合による各金員を支払え。
４ 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、400万円及びこれに対する平成
29年11月24日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
５ 被告Ｂ５は、原告Ａに対し、400万円及びこれに対する平成
29年10月26日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。

１ 被告Ｂ３は、原告Ａに対し、５万円及びこれに対
する平成27年７月27日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
２ 被告Ｂ４は、原告Ａに対し、５万円及びこれに対
する平成28年７月25日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
３　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

派遣先の役員らが派遣労働者の肩に手を回した行為及び役員と共に食事に行くことな
どを内容とするくじ引きを派遣労働者にさせた行為はそれぞれ人格権を侵害する違法行
為であるとして役員らの不法行為責任を肯定した一方で、派遣先及び派遣元の就業環境
配慮、整備義務違反は認められないとして不法行為責任を否定し、また、派遣先による
労働者派遣契約の不更新は不当労働行為意思に基づくものと認められないとして、派遣
先の派遣労働者に対する不法行為責任を否定した。

№80 判秘
L07530260

72 令和２年６月19日 大阪高裁

令和元年
（行コ）第
133号

児童相談所に勤務する控訴人B市区町村の職員であった被控訴
人Aが、担当外の児童の個人情報を（１）勤務時間中に繰り返し閲
覧したこと【本件対象行為１】、（２）データを複写し、うち１枚を自宅
へ持ち出し廃棄したこと【本件対象行為２】、（３）職場の新年会及
び組合交渉の場においてその内容を含む発言をしたこと【本件対
象行為３】を理由に停職３日の懲戒処分を受けた件につき、控訴人
B市区町村に対しその取消しを求めたところ、原審が被控訴人Aの
請求を認め懲戒処分を取り消したため、控訴人B市区町村が控訴
した事案。
　№70の控訴審。

１　原判決を取り消す。
２　被控訴人Ａの請求を棄却する。

　本件控訴を棄却する。 本件対象行為１は自己の担当業務の遂行を直接の目的としているとはいえないが、こ
れと関連する目的によるものであり、業務遂行以外の目的による閲覧とはいえないなどと
して、懲戒事由に該当しないとの原審の判断を維持した。
本件対象行為２はその原因や動機において強く非難すべきものとはいえず、無断廃棄
行為についても、証拠隠滅を図るなどの不当な動機や目的があったとは考え難く、廃棄
の態様も自宅のシュレッダーで裁断するなど情報が漏えいしないように配慮したもので
あって悪質性が高いとはいえないこと、被控訴人Ａが反省の態度を示していること、被控
訴人Ａに懲戒処分歴はなく、人事評価も良好であり、勤務態度も熱心と評価されており、
閲覧や持ち出し等の行為及び公益通報を行ったのも、職務熱心のあまりのことと評価す
ることが可能であることなどから、停職３日の懲戒処分は重いという結論を維持し、控訴
人Ｂ市区町村の控訴を棄却した。

№70
TKＣ

25567989

73 令和２年11月11日 熊本地裁

平成31年
（行ウ）第１
号

令和元年
（行ウ）第10
号

公立小学校の教諭であった原告Ａが、教育委員会が原告Ａに対
してした懲戒免職処分及び同日付けで原告Ａに対してした退職手
当全部不支給処分が違法であると主張して、本件各処分の取消し
を求めた事案。

１ 被告Ｂ都道府県教育委員会が原告Ａに対して平成28年10
月３日付けでした懲戒免職処分を取り消す。
２ 被告Ｂ都道府県教育委員会が原告Ａに対して同日付けで
した退職手当全部不支給処分を取り消す。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 原告Ａが行った非違行為の動機は、小学校内で実施された学力検査の集計において知
的障害のある児童を欠席した扱いとした不正行為の責任を追及するもので、途中までは
公益通報者保護法に基づく公益通報を行う目的であったと主張するも、窃取したＵＳＢメ
モリーには学力調査のデータが含まれていないなど、同僚教諭に対する嫌がらせ目的で
あったと認められ、懲戒免職処分に違法はないとして各処分の取消しを求める原告Ａの
請求を棄却した。

－
TKＣ

25567269

74 令和２年11月12日 東京地裁
平成30年
（ワ）第
23533号

原告Ａ１、Ａ２らは、被告Ｂ１の運営する大学において、Ｃ教員か
ら教授昇格申請があった際にＣ教員の業績の二重投稿があったこ
と等を被告Ｂ１の理事長等に対し公益通報を行った。被告Ｂ１は原
告Ａらに対して戒告処分を行い、原告Ａらは処分の無効確認を求
めるとともに、処分が不法行為であるとして損害賠償を求めた。ま
た、被告Ｂ１の懲戒委員会の委員長を勤めていた被告Ｂ２に対して
懲戒処分に至らしめたことが不法行為に当たると主張して損害賠
償を求めた事案。

１　戒告処分の無効確認
２ 被告Ｂ１は、原告Ａらに対し、各220万円及びこれに対する
平成30年８月１日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
３ 被告Ｂ１の常任理事である被告Ｂ２は、原告Ａらに対し、各
110万円及びこれに対する平成30年８月１日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。

１ 被告Ｂ１が、原告Ａらに対し平成30年３月27日
付けで行った戒告処分がいずれも無効であること
を確認する。
２ 被告Ｂ１は、原告Ａらに対し、各60万円及びこれ
に対する平成30年８月１日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。
３ 原告Ａらの被告Ｂ１に対するその余の請求及び
被告Ｂ２に対する請求をいずれも棄却する。

＜本件各処分の効力＞
　Ｃの業績が二重投稿とはいえないとしても、原告Ａらが二重投稿があったと信じる原因と
なった各事実は実際に発生したと認定できる。
そのため、原告Ａらが二重投稿があったと信じたことには相当の理由があり、原告Ａら
のした公益通報に虚偽の事実を記載したとは認められない。
　懲戒事由は認められず、無効。

＜不法行為＞
１ 本件各処分は違法であり、これにより原告Ａらは精神的苦痛を受けたと認められると
ころ、被告Ｂ１には、十分な調査をせず、懲戒事由を認定し本件各処分を行ったことにつ
き、少なくとも過失が認められる。以上から、本件各処分について、被告Ｂ１には不法行
為が成立する。
本件各処分により、研究者としての名誉感情を害され、名誉教授の称号授与における

不利益を懸念する原告Ａらの苦痛は、軽くない。したがって、本件各処分が懲戒処分のう
ち最も軽い戒告にとどまることを考慮しても、その慰謝料は、原告Ａら各自につき50万円と
するのが相当。原告Ａらの支出した弁護士費用のうち、不法行為と因果関係があるもの
は各10万円であると認める。
２ 被告Ｂ２の懲戒委員会での行為については、いずれも違法と評価することはできず、
原告Ａらに対する不法行為は成立しない。

№81
TKＣ

25587269
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76 令和３年３月３日 東京地裁

令和元年
（ワ）第
14987号

令和元年
（ワ）第
17345号

原告Ａが被告Ｂ１に対して、①主位的に、被告Ｂ１が業務委託先
である原告Ａに対し違法である業務委託の指示をしたり、原告Ａを
業務委託先で稼働させないと述べたり、関係者に電話をし、原告Ａ
を委託先の勤務からは外すことを要請したりした不法行為を行った
ため、原告Ａと雇用主との有期雇用契約が更新されず打ち切られ
原告Ａに損害が生じたとして民法709条に基づく損害賠償金として
300万円（一部請求）の、②予備的に被告Ｂ１が原告Ａの派遣先に
対して、原告Ａが信用できない人物であると述べたことにより原告
Ａの名誉が棄損され、原告Ａと雇用主との有期雇用契約が更新さ
れず打ち切られ原告Ａに損害が生じたとして民法709条に基づく損
害賠償金として300万円（一部請求。予備的請求１）の、③さらに予
備的に被告Ｂ１が上記予備的請求記載の不法行為を行ったため
原告Ａに精神的損害が生じたとして民法709、710条に基づく慰謝
料300万円（予備的請求２）の各支払を求め、被告Ｂ２に対して、①
主位的に被告Ｂ２が原告Ａに対し会議で暴言を吐いたり、原告Ａの
正当な指摘に対して怒り出したり、被告Ｂ２の指示により限度を超
えた業務を行わされるなどの不法行為を行ったため、原告Ａと雇用
主との有期雇用契約が更新されず打ち切られ原告Ａに損害が生じ
たとして民法709条に基づく損害賠償金として400万円（一部請求）
の、②予備的に、被告Ｂ２が原告Ａの派遣先に対して、原告Ａが信
用できない人物であると述べたことが伝わったことにより原告Ａの
名誉が棄損されＡと雇用主との有期雇用契約が更新されず打ち切
られ原告Ａに損害が生じたとして民法709条に基づく損害賠償金と
して400万円（一部請求。予備的請求１）の、③さらに予備的には、
被告Ｂ２が上記予備的請求記載の不法行為を行ったため原告に
精神的損害が生じたとして民法709、710条に基づく慰謝料400万円
（予備的請求２）の各支払を求めた事案。

　被告Ｂ１は、原告Ａに対し300万円を支払え。
　被告Ｂ２は、原告Ａに対し400万円を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 ＡがＦ都道府県労働局への通報したことへの対抗措置として、被告Ｂが電話をして原告
ＡがＨセンターで仕事をさせないよう電話をしたことを認める証拠はない。原告ＡがＣ社に
おける委託業務内容の分担についてＣ社が決定していること、原告ＡがＤ社における業務
が終了したのはＣ社からの申入れであるからＣ社自らの判断である。また、ＡがＦ都道府
県労働局に通報したことにより業務量が増えたかについては、Ｈセンターの参与であった
被告Ｂ２が指示したことを認める証拠はないとして、原告Ａの通報により業務内容分担が
変更されたことの証拠がないので不法行為は成立しないと判断した。

－
TKＣ

25588523

TKＣ
25567984

神戸地裁

平成30年
（ワ）第749
号

平成30年
（ワ）第750
号

【第１事件】
被告Ｂ１の運営する障害者福祉施設である「Ｃ施設」に勤務して
いた原告Ａが、被告Ｂ１の理事長である被告Ｂ２及び被用者である
被告Ｂ３から、原告Ａを被告Ｂ１から排除する意図のもとにセクハ
ラ、パワハラを受けたほか、虚偽の事実を流布され名誉を棄損さ
れたとして、被告Ｂ２及び被告Ｂ３に対しては共同不法行為に基づ
く200万円の損害賠償の連帯支払及び名誉回復措置を、被告Ｂ１
に対しては安全配慮義務違反、代表者責任又は使用者責任に基
づく同額の損害賠償の連帯支払及び名誉回復措置を求めるととも
に、被告Ｂ１が原告Ａを平成28年10月24日付けで解雇したこと（以
下「本件解雇」という。）に関連し、被告Ｂ４都道府県及び被告Ｂ５市
区町村が被告Ｂ１と共謀の上、原告Ａに対し不当な取扱いを行って
被告Ｂ１と一体となって本件解雇を招来したとして、被告Ｂ１、被告
Ｂ４都道府県及び被告Ｂ５市区町村に対し不法行為又は国家賠償
請求に基づく210万円の損害賠償の連帯支払を、被告Ｂ４都道府
県及び被告Ｂ５市区町村が障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律（以下「防止法」という。）18条に反す
る情報漏示を行ったことにより損害を受けたとして、被告Ｂ４都道府
県及び被告Ｂ５市区町村に対し国家賠償請求に基づく50万円の損
害賠償の連帯支払をそれぞれ求めた事案。
【第２事件】
本件解雇が防止法16条４項、公益通報者保護法３条に違反し、
又は解雇権濫用により無効であるとして、Ｂ１に対し、労働契約に
基づき、労働契約上の地位の確認を求めるとともに、平成28年12
月から本判決確定の日までの給与（月額17万7000円）と賞与（１回
当たり34万4000円）の支払を求めた事案。

【第１事件】
１ 被告Ｂ１、被告Ｂ４及び被告Ｂ５は、原告Ａに対し、連帯し
て、210万円及びこれに対する平成30年５月22日から支払済
みまで年５分の割合による金員を支払え。
２ 被告Ｂ４及び被告Ｂ５は、原告Ａに対し、連帯して、50万円
及びこれに対する平成30年５月22日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂ１、被告Ｂ２及び被告Ｂ３は、原告Ａに対し、連帯し
て、200万円及びこれに対する被告Ｂ２は平成30年５月20日
から支払済みまで被告Ｂ１及び被告Ｂ３は同月22日から支払
済みまで、年５分の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂ１、Ｂ２及びＢ３は、別紙記載の謝罪文を、本判決確
定の日から30日以内に、Ｃ施設内掲示板に、掲示開始の日
から１年間にわたって掲示せよ。
【第２事件】
５　主文第１項同旨
６ 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、354万3806円及びこれに対する
平成30年４月６日から支払済みまで年５分の割合による金
員、並びに平成30年４月から本判決確定の日まで、毎月25日
限り、17万7000円及びこれらに対する各支払期日の翌日から
支払済みまで年５分の割合による各金員を支払え。
７ 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、平成30年から本判決確定の日
まで、毎年７月及び12月の各10日限り、それぞれ34万4000円
及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年５
分の割合による各金員を支払え。

１ 原告Ａが、被告Ｂ１に対し、労働契約上の権利
を有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、300万6880円及びこ
れに対する平成30年４月６日から支払済みまで年
５分の割合による金員、並びに平成30年４月から
本判決確定の日まで、毎月25日限り、17万7000円
及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済
みまで、令和２年３月25日支払分までは年５分の
割合による、令和２年４月25日支払分以降は年３
分の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂ１は、原告Ａに対し、平成30年から本判
決確定の日まで、毎年７月及び12月の各10日限
り、それぞれ17万2000円及びこれらに対する各支
払期日の翌日から支払済みまで、令和元年12月
支払分までは年５分の割合による、令和２年７月支
払分以降は年３分の割合による金員を支払え。
４　原告Ａのその余の請求をいずれも棄却する。

本件解雇には客観的に合理的な理由があるとまでは認められない。また、本件解雇に
社会的相当性があるとは認められない。
　よって、本件解雇は、解雇権を濫用したものとして無効である。

－75 令和２年12月３日
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78 令和３年３月23日 東京地裁
平成30年
（ワ）第
39700号

被告Ｂ１の社員である原告Ａが、被告Ｂ１及びその社員である被
告Ｂ２及びＢ３に対し、(１)被告Ｂ２については、同人が原告Ａに対
して嫌がらせやハラスメント行為をし、原告Ａの名誉を毀損するな
どしたと主張し、不法行為責任に基づき、(２)被告Ｂ３については、
原告Ａによる被告Ｂ３への内部通報に関連し、被告Ｂ３は、原告Ａ
が他のライフプランナーのテレアポの様子を録音したなどと虚偽の
事実を被告Ｂ２らに伝達し、上記被告Ｂ２による不法行為を引き起
こすとともに、被告Ｂ２への適切な指導を怠ったなどと主張し、不法
行為責任に基づき、(３)被告Ｂ１については、被告Ｂ２及びＢ３の行
為に対する使用者責任又は職場環境配慮義務違反の債務不履行
責任に基づき、それぞれ損害賠償を請求するとともに、同債務の
履行遅滞に基づき、平成29年法律第44号による改正前の民法所
定の法定利率に基づく遅延損害金の支払を求めた事案。

被告Ｂらは、原告Ａに対し、各自500万円及びこれに対する
平成31年１月４日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。

１ 被告Ｂらは、原告Ａに対し、連帯して80万円及
びこれに対する平成31年１月４日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
２　原告Ａのその余の請求を棄却する。

被告Ｂ２が行った各掲示行為は、被告Ｂ３による本件情報の伝達をきっかけとして原告
Ａに対しなされたもので、原告Ａの社会的評価を低下させるものといえる。また、被告Ｂ３
がこのことは一切誰にも言いませんと述べたことにより少なくとも原告Ａをして本件相談事
項については、慎重な取扱いがなされるとの期待を抱くことについては相当の理由があ
る。
被告Ｂ２が本件掲示行為に及んだのは被告Ｂ３から虚偽の本件情報を伝達されたこと
がきっかけであること、被告Ｂ３が虚偽の本件情報を伝達したことは原告Ａの名誉を毀損
するものであること、被告Ｂ３が原告Ａに対して異動を打診し、原告Ａがこれを拒否した２
日後に、被告Ｂ２が「うごきたくない。いどうやだもん。」などと述べながら泣いている赤ちゃ
んの画像が印刷されたプレートを掲示していることにも鑑みると、被告Ｂ３は、被告Ｂ２の
本件各掲示行為によって原告Ａに生じた損害についてもその賠償責任を負うものとした。

－
ＷＬ

2021WLJPＣ
Ａ03238001

79 令和３年３月30日 東京地裁
平成29年
（ワ）第
28064号

医療法人である被告Ｂの理事兼従業員であった原告Ａは、被告
Ｂが不正に診療報酬を得ているとして公益通報を行うと通知をし
た。その後、被告Ｂから懲戒解雇されたところ、懲戒解雇が無効で
あると主張して雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
を求めるとともに、雇用契約に基づく賃金として平成28年12月16日
から本判決確定の日まで毎月16日限り100万円及びこれらに対す
る各支払期日の翌日以降の改正前民法所定の年５分の割合によ
る遅延損害金の支払を求め、さらに懲戒解雇により精神的苦痛を
被ったとして慰謝料1,000万円と遅延損害金を求めた事案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、平成28年12月16日から本判決
確定の日まで毎月16日限り100万円及びこれらに対する各支
払期日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、1,000万円及びこれに対する平成
29年12月26日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
４ 被告Ｂは、原告Ａに対し、1,000万円及びこれに対する平成
29年８月31日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 本件懲戒解雇が公益通報の通知と近接された時期にされたとしても、被告Ｂは公益通
報の通知の４か月前の時点で既に原告Ａに対して懲戒処分に対する弁明の機会を付与
する通知をして懲戒処分を検討していた。そのため、懲戒解雇は公益通報の通知を理由
としてされたものと推認できない。

－
TKＣ

25569690

TKＣ
25569657

77 東京地裁
平成29年
（ワ）第
35106号

宗教法人の参事である原告Ａ１、Ａ２（Ａら）が、被告法人Ｂのした
職舎の売却が不当だとして被告法人Ｂの理事や警察官に対して内
部文書等の提供を行ったところ、宗教法人である被告法人Ｂが、参
事である原告Ａ１を懲戒解雇、同じく参事である原告Ａ２を降格及
び減給処分とし、これらの処分の有効性が争われた事案。

原告Ａ１の請求
１ 被告Ｂに対する雇用契約上の権利を有する地位にあるこ
との確認
２ 雇用契約に基づく賃金として、平成29年９月から本判決確
定の日まで毎月21日限り63万5789円及びこれらに対する各
支払日の翌日から支払済みまで改正前の民法所定の年５分
の割合による遅延損害金の支払

原告Ａ２の請求
１　降格及び減給が無効であることの確認
２ 雇用契約に基づく賃金として、平成29年９月分の賃金のう
ち懲戒処分により減額された９万4603円（役職手当８万3690
円及び基本給１万0913円）及びこれに対する支払日の翌日で
ある同月22日から支払済みまで改正前の民法所定の年５分
の割合による遅延損害金の支払、平成29年10月分から本判
決確定の日までの賃金のうち懲戒処分により減額された月額
11万3438円（役職手当８万3690円及び基本給２万9748円）の
平成29年10月から本判決確定の日まで毎月21日限りの支払
及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで改正
前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払

１ 原告Ａ１が、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利
を有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａ１に対し、平成29年９月から本
判決確定の日まで、毎月21日限り月額63万5789
円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払
済みまで支払期日の翌日が令和２年３月31日以前
の場合は年５分、支払期日の翌日が同年４月１日
以降の場合は年３分の各割合による金員を支払
え。
３ 被告Ｂが平成29年８月25日付で原告Ａ２に対し
てした降格及び減給が無効であることを確認する。
４ 被告Ｂは、Ａ２に対し、９万4603円及びこれに対
する平成29年９月22日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。
５ 被告Ｂは、原告Ａ２に対し、平成29年10月から
本判決確定の日まで、毎月21日限り月額11万
3438円及びこれらに対する各支払期日の翌日から
支払済みまで支払期日の翌日が令和２年３月31日
以前の場合は年５分、支払期日の翌日が同年４月
１日以降の場合は年３分の各割合による金員を支
払え。
６　原告Ａらのその余の請求をいずれも棄却する。

＜原告Ａ１について＞
・解雇理由１は原告Ａ１が告発文書を被告Ｂの副総長及び理事に対して交付し文書の内
容を広範囲に伝播したというもの。
・解雇理由１については公益通報者保護法の趣旨に照らした検討が必要。〈１〉通報内容
が真実であるか、又は真実と信じるに足りる相当な理由があり、〈２〉通報目的が、不正な
利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、〈３〉通報の手段
方法が相当である場合には、懲戒事由に該当せず又は該当しても違法性が阻却される。
また、〈１〉～〈３〉の全てを満たさず懲戒事由に該当する場合であっても、〈１〉～〈３〉の成
否を検討する際に考慮した事情に照らして、選択された懲戒処分が重すぎるというとき
は、労働契約法15条にいう客観的合理的な理由がなく、社会通念上相当性を欠くため、
懲戒処分は無効となる。
・被告Ｂの総長らが背任行為を行ったとする事実が真実であると信じるにつき相当の理由
がある。
・多数派を形成し人事を一新しようとした目的は正当。
・被告Ｂの総長が関与する事案であり被告Ｂの職員に告発文書を渡すのでは証拠隠滅さ
れるおそれ、被告Ｂの理事らに交付し他の理事、評議員らに伝達されるよう期待したもの
で手段は相当。
・解雇理由２は、原告Ａ１が文書作成への関与を否定するという虚偽の申告をしたこと。
→虚偽申告は懲戒事由に当たるものの、関与を認めると懲罰を受けるおそれがあったこ
とに照らせば、公益通報者を保護して通報の機会を保障し社会の利益を守る見地におい
ては、原告Ａ１の虚偽申告を重大だとして非難することは相当でなく解雇に相当するとい
えない。
・解雇理由３は、原告Ａ１は警察官に対して文書を交付した、関係者である身内の人物に
も文書を交付したというもの。
→真実とは認められないものの真実相当性があり、不当な目的でなく、手段が相当であり
違法性が阻却される。
・解雇理由４は本件売買に関して問題がないとする報告書が作成された後も、自宅待機
中の原告Ａ１が総長宛に質問状を送付したこと。
→自宅待機を命ぜられた労働者が代表者に対し自宅待機の理由を文書で示す等求める
ことは組織の秩序を乱すとまではいえず、就業規則の懲戒事由に該当するとはいえな
い。

＜原告Ａ２について＞
・処分理由１は、業務として遂行した事柄について正確かつ客観的に説明する義務に違
反した。
→原告Ａ２のした説明は事実を述べたものにとどまり、懲戒事由に当たるとは認められな
い。
・処分理由２は、被告Ｂの総長らの信用を失墜させるような発言をした。
→被告Ｂの総長を侮辱する内容の発言であり職場秩序を乱す行為であるから懲戒事由
に当たる。しかし宴会での１回の発言であり、謝罪もされており、降格処分とすることは重
きに失する。
・処分理由３は、職務上知り得た情報を外部の者に提供した。
→原告Ａ２が職務上知り得た情報ではあったものの、原告Ａ１に交付したものであり外部
への情報漏洩ではなく懲戒事由に当たらない。
・処分理由４は、自宅待機中、被告Ｂの総長に質問状を送付した。
→懲戒事由には当たらない。

№84令和３年３月18日
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80 令和３年５月13日 東京高裁

令和２年
（ネ）第1867
号

令和２年
（ネ）第3637
号

被控訴人Ｂ１との間で労働契約を締結し、被控訴人Ｂ１とＢ２との
間の労働者派遣契約に基づいて被控訴人Ｂ２に派遣されて就労し
ていた控訴人Ａが、①被控訴人Ｂ２の執行役員であった被控訴人
Ｂ３及び取締役であった被控訴人Ｂ４の言動により人格権が侵害さ
れたと主張して、被控訴人Ｂ３及びＢ４に対し、不法行為に基づき、
それぞれ慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の日から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を
求め、②被控訴人Ｂ２及びＢ１は上記人格権侵害に係る対応にお
いてそれぞれ就業環境配慮・整備義務を怠ったと主張して、不法
行為に基づき、被控訴人Ｂ２に対し慰謝料200万円、被控訴人Ｂ１
に対し慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の後の日から
支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払
を求め、③被控訴人Ｂ２が被控訴人Ｂ１との間の控訴人Ａに係る労
働者派遣契約を更新しなかったことなどが労働組合法７条の不当
労働行為に該当し、これにより控訴人Ａの団結権等が侵害された
と主張して、被控訴人Ｂ２に対し、不法行為に基づき慰謝料200万
円及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の
年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、④被控訴人Ｂ２の
執行役員である被控訴人Ｂ５は、被控訴人Ｂ２の人事部長に対し
て不当な目的で上記労働者派遣契約の更新拒否等をするよう指
示したと主張して、被控訴人Ｂ５に対し、不法行為に基づき慰謝料
400万円及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所
定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。
　№71の控訴審。

１ 被控訴人Ｂ３は、控訴人Ａに対し、400万円及びこれに対
する平成27年７月27日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
２ 被控訴人Ｂ４は、控訴人Ａに対し、400万円及びこれに対
する平成28年７月25日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
３ 被控訴人Ｂ２は、控訴人Ａに対し、400万円及びうち200万
円に対する平成29年７月24日から、うち200万円に対する同
年10月26日から支払済みまで年５分の割合による各金員を
支払え。
４ 被控訴人Ｂ１は、控訴人Ａに対し、400万円及びこれに対
する平成29年11月24日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
５ 被控訴人Ｂ５は、控訴人Ａに対し、400万円及びこれに対
する平成29年10月26日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。

１ 被控訴人Ｂ３の控訴に基づき、原判決中、被控
訴人Ｂ３敗訴部分を取り消す。
２ 上記取消しに係る控訴人Ａの被控訴人Ｂ３に対
する請求を棄却する。
３ 控訴人Ａの控訴及び被控訴人Ｂ４の附帯控訴
をいずれも棄却する。

セクハラ行為について、位置関係や体勢は相互に身体的接触が生じにくい状況であっ
たこと、当該行為があったと主張する日から１年以上も経過した後に通報を行っているこ
とから、セクハラ行為があったとは認定しなかった。

№71
TKＣ

25590228

81 令和３年７月28日 東京高裁
令和２年
（ネ）第4345
号

被控訴人A１・A２らは、控訴人B１の運営する大学において、Ｃ教
員から教授昇格申請があった際にＣ教員の業績の二重投稿が
あったこと等を控訴人B１の理事長等に対し公益通報を行った。控
訴人B１は被控訴人Aらに対して戒告処分を行い、第一審では、被
控訴人Aらは処分の無効確認を求め、処分が不法行為であるとし
て損害賠償を求めたるとともに、。また控訴人B１の懲戒委員会の
委員長を勤めていた控訴人B２に対して懲戒処分に至らしめたこと
が不法行為に当たると主張して損害賠償を求め勝訴したため、第
一審被告B１が控訴した事案。
　№74の控訴審。

１　原判決中、控訴人B１の敗訴部分を取り消す。
２ 前項の取消部分のうち、原判決主文第１項に係る訴えを
却下する。
３ 第１項の部分に係る被控訴人Ａらの請求をいずれも棄却
する。

１ 原判決主文第１項のうち、被控訴人Ａ１の控訴
人に対する戒告処分無効確認請求に関する部分
を取り消す。
２ 前項の部分に係る被控訴人A１の訴えを却下
する。
３ 控訴人B１の被控訴人A１に対するその余の控
訴及び被控訴人Ａ２に対する控訴をいずれも棄却
する。

被控訴人A１の戒告処分無効確認請求に係る訴えは、被控訴人A１が控訴人B１を退職
し控訴人B１との労働契約はすでに終了しているから、本件処分を前提とした新たな不利
益を受ける危険、不安はもはや存在せず、本件処分の無効確認を求める法律上の利益
があると認めるのは困難であるため、不法行為による損害賠償を求めるのとは別個に本
件処分の無効確認を求める法律上の利益はなく、確認の利益が認められないが、被控
訴人A２の戒告処分無効確認請求は、理由があり、不法行為に基づく損害賠償請求は、
被訴訟人Ａらのいずれの請求もそれぞれ60万円及びこれに対する不法行為後である平
成30年８月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求
める限度で理由があり、その余は理由がないとした。

№74
TKＣ

25590819

82 令和３年７月28日 東京地裁
令和元年
（ワ）第
30532号

原告Ａは被告Ｂの従業員であったが、被告Ｂで不適切な会計処
理が行われているとして、被告Ｂの親会社ＣＥO等にメールを送信
した。被告Ｂは原告Ａを普通解雇し、その後整理解雇を行った事
案。

１ 原告Ａが、被告Ｂに対し、雇用契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａに対し、令和元年10月１日から本判決確
定の日まで、毎月25日限り月額87万円の割合による金員及
びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年６分
の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂは、原告Ａに対し、300万円及びこれに対する令和
元年12月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 原告Aは、被告Ｂの社長から７月23日付けメールのようなメールを送信しないよう業務命
令を受けていたにもかかわらず、自己の考えに固執して故意に複数回にわたってこれに
反する行為に及んでおり、被告Ｂの管理部長としての資質を欠くものといわざるを得ない
から、原告Ａには就業規則41条１項２号及び６号に該当する事由があると認められる。そ
して、被告Ｂは原告Ａの雇用の継続のために可能な限りの努力をしたにもかかわらず、原
告Ａを解雇せざるを得なかったといえるから、労働契約法17条所定の「やむを得ない事
由」があったというべきであり、本件解雇は有効であるとした。なお、原告Ａはメール送信
行為について公益通報と主張するものについては、通報対象事実がなく、通報対象事実
があると基礎付ける事実もないと判断した。

－
TKＣ

25590640
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84 令和３年９月16日 東京高裁
令和３年
（ネ）第1585
号

宗教法人の参事である被控訴人Ａ１、Ａ２（Ａら）が、控訴人Ｂ法人
のした職舎の売却が不当だとして控訴人法人Ｂの理事や警察官に
対して内部文書等の提供を行ったところ、宗教法人である控訴人Ｂ
が、参事である被控訴人Ａ１を懲戒解雇、同じく参事である被控訴
人Ａ２を降格及び減給処分とし、これらの処分の有効性が争われ
た事案について、原審が被控訴人Ａらの懲戒処分を無効としたこと
から、控訴人Ｂが控訴人Ｂ敗訴部分の取消しを求めた事案。
　№77の控訴審。

１　原判決中、控訴人Ｂ敗訴部分を取り消す。
２ 上記の部分につき、被控訴人Ａらの請求をいずれも棄却
する。

　本件控訴を棄却する。 　被控訴人Ａらの主張を認容した原判決の判断を支持し、控訴人Ｂの控訴を棄却した。

№77

最高裁第一
小法廷令和４
年４月21日決
定（令和４年
（オ）第174
号、令和４年
（受）214号）

TKＣ
25590915

85 令和３年10月１日 東京地裁
令和２年
（ワ）第
28155号

原告Ａが、被告Ｂに対し、原告ＡがC都道府県教育委員会公益通
報窓口にした公益通報について、被告Ｂが市区町村教育委員会に
調査を丸投げし、その報告をそのまま採用するなど、被告Ｂが本来
すべき調査をしなかったにもかかわらず、公益通報に対する回答
に関して説明を求めた原告Ａを一方的に拒否し続けたことにより、
精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法１条１項に基づき、慰
謝料300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和２
年９月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金の支払を求めた事案。

被告Ｂは、原告Ａに対し、300万円及びこれに対する令和２
年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

　原告Ａの請求を棄却する。 本件通報制度は、都道府県立学校や市区町村立学校等による法令遵守の推進という
公益を図ることを目的とするもので、通報者の権利や利益の保護又は損害の回復を目的
とするものではないから、通報を契機として是正措置等が実施されることによって受ける
通報等によって反射的にもたらされる事実上の利益に過ぎず、法律上保護された利益で
はないと理解される。したがって、通報者は、公益通報後の関係機関による取扱いが違
法ないし不当であることを理由として、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはで
きないというべきである。また、通知内容に不服があるとしても、再度の調査を求めること
ができるとの規定はなく、通知内容等について納得ができないからといって、更に担当弁
護士あるいは担当部署等に対して、説明を求めることができる法的根拠はない。
弁論の全趣旨によれば、被告Ｂは原告Ａが本件各通報及びこれに対する原告Ａへの通
知の後も度々説明を求めてくることを踏まえ、市区町村教育委員会に照会するなどした
上、平成29年３月27日、原告Ａに対し、改めて本件各通報に対する対応等を文書で明ら
かにことが認められる。これは、原告Ａへの対応として、本件要綱において求められる以
上の十分なものであったといえ、その後、原告Ａの更なる説明要求に応じなかったことが
違法であるといえないことは明らかである。
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告Ａの請求は理由がないか
らこれを棄却する。

－
TKＣ

25602113

TKＣ
25590781

83 千葉地裁
平成30年
（ワ）第2066
号

被告Ｂ１に雇用されている原告Ａらが、被告Ｂ１及びその代表取
締役被告Ｂ２並びにその親会社被告Ｂ３に対し、懲戒処分としての
降職及び人事異動としての配置転換が無効であるとして地位の確
認や賃金、不法行為に基づく損害賠償請求等をした事案。

１　原告Ａ１関係
（１）ア　主位的請求
原告Ａ１が、被告Ｂ１に対し、部長の雇用契約上の地位にある
ことを確認する。
イ　予備的請求
（１）原告Ａ１が、被告Ｂ１に対し、業務部において勤務する雇
用契約上の義務がないことを確認する。
（２）被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、101万6600円及び平成30年
10月から本判決確定の日まで毎月25日限り３万1100円並び
にこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の
割合による金員を支払え。
（３）被告Ｂらは、原告Ａ１に対し、連帯して342万2300円及びこ
れに対する平成30年11月24日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。
２　Ａ２関係
（１）原告Ａ２が、被告Ｂ１に対し、課長待遇の業務に勤務する
雇用契約上の義務がないことを確認する。
（２）被告Ｂ１は、原告Ａ２に対し、25万5000円及びこれらに対
する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による
金員を支払え。
（３）被告Ｂらは、原告Ａ２に対し、連帯して3,300万円及びこれ
に対する平成30年11月24日から支払済みまで年５分の割合
による金員を支払え。

１ 原告Ａ１が、Ｂ１に対し、部長の雇用契約上の
地位にあることの確認を求める訴えを却下する。
２ 原告Ａ１が、被告Ｂ１に対し、業務部において勤
務する雇用契約上の義務がないことを確認する。
３ 被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、77万1864円及びこ
れに対する平成30年９月26日から支払済みまで年
６分の割合による金員並びに平成30年10月から本
判決確定の日まで毎月25日限り１万2100円及びこ
れらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年
６分（ただし、令和２年４月以降の支払期日に係る
金員に対する附帯請求の利率については年３分）
の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、122万2300円及び
これに対する平成30年11月24日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
５ 原告Ａ２が、被告Ｂ１に対し、課長待遇の業務
に勤務する雇用契約上の義務がないことを確認す
る。
６ 被告Ｂ１は、原告Ａ２に対し、５万8616円及びこ
れに対する平成30年９月26日から支払済みまで年
６分の割合による金員を支払え。
７ 被告Ｂ１は、原告Ａ２に対し、88万円及びこれに
対する平成30年11月24日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
８　原告Ａらのその余の請求をいずれも棄却する。

懲戒処分としての役職及び人事異動としての配置転換は通報に対する制裁あるいは退
職に追い込もうとするなどの不当な目的で行われたものと推認され、権利濫用として無効
等とし、差額分の賃金の請求を認めたが、その余は却下ないし棄却した。

－令和３年９月８日
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TKＣ
25591247

86 東京地裁

平成30年
（ワ）第7461
号

令和２年
（ワ）第1721
号

【第１事件】
１ ①被告Ｂ１の子会社C社の代表取締役であったC１とC社の社
長室に所属していた同社社員のC２が、その職務上の立場を利用
して、正当な理由なく原告Ａの解雇を決定し、C社をして原告Ａを解
雇させたこと、及び、C社の所在するＤ国で行われた労働裁判にお
いてC１及びC２が虚偽の証言等をしたことは、被告Ｂ１の被用者が
被告Ｂ１の事業の執行として行った不法行為に当たり、②被告Ｂ１
が、原告Ａによる内部通報に対して適切に対応しなかったことは債
務不履行に当たるとして、原告Ａが、被告Ｂ１に対し、①につき民法
715条、②につき民法415条に基づき、被告Ｂ２ないしＢ５と連帯し
て、本件解雇以後の未払賃金相当額及びこれに対する遅延損害
金の支払を求めるとともに、旅費交通費、Ｄ国における労働裁判等
に要した弁護士費用及び慰謝料の合計である430万6000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求め、
２ 被告Ｂ２ないしＢ５は、被告Ｂ１の取締役であったところ、重大な
過失により、原告Ａによる内部通報について、被告Ｂ１の被用者に
対して適切な指示・指導を与えるべき義務に違反したとして、原告
Ａが、被告Ｂ２ないしＢ５に対し、会社法429条１項に基づき、被告Ｂ
１と連帯して、上記１と同額の支払を求め、
３ 本件解雇が社内外の関係者に知られたことにより原告Ａの名誉
が毀損されたとして、原告Ａが、被告Ｂ１及びＢ５に対し、民法723
条に基づき、名誉回復措置を求めた事案。
【第２事件】
被告Ｂ１の取締役であった被告Ｂ６及びＢ７が、重大な過失によ
り、原告Ａによる内部通報について、被告Ｂ１の被用者に対して適
切な指示・指導を与えるべき義務に違反するとともに、被告Ｂ１の
代表取締役の業務執行を監視し、適切に業務を行わせるべき義務
や、被告Ｂ１社の内部統制制度を適切に構築・運用するとともに、
代表取締役がこれを適切に構築・運用することを監視する義務に
も違反したとして、原告Ａが、被告Ｂ６及びＢ７に対し、会社法429条
１項に基づき、連帯して、上記第１事件１記載の損害の一部である
１万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。

【第１事件】
１ 被告Ｂ１ないしＢ５は、原告Ａに対し、連帯して平成27年４
月11日から毎月26日限り32万円及びこれらに対する各支払
日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
２ 被告Ｂ１ないしＢ５は、原告Ａに対し、連帯して430万6000
円及びこれに対する平成27年３月10日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂ１及びＢ５は、原告Ａの名誉を回復するため、本訴
状全文と証拠の写しの英語訳文を作成し、被告Ｂ１の電子
メールを使用して、当該英語訳文を原告Ａ、被告Ｂ１及び被告
Ｂ１の日本国外に所在する全子会社の従業員に送付せよ。
【第２事件】
被告Ｂ６及びＢ７は、原告Ａに対し、連帯して１万円及びこれ
に対する平成27年３月10日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。

　原告Ａの請求をいずれも棄却する。 被告Ｂ１は、その子会社の従業員からの本件通報窓口に対する内部通報に対して、本
件内部通報制度の枠組みの範囲内で適切に対応する信義則上の義務を負うが、被告Ｂ
１が原告Ａによる第１回通報、第２回通報に適切に対応すべき信義則上の義務に違反し
たとはいえない。

－

１ 被告Ｂ１は、原告Ａ３に対し、55万円及びこれに
対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
２ 被告Ｂ２は、原告Ａ３に対し、22万円（うち５万
5000円の限度で被告Ｂ３と連帯）及びこれに対する
令和元年11月17日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。
３ 被告Ｂ３は、原告Ａ３に対し、11万円（うち５万
5000円の限度で被告Ｂ２と連帯）及びこれに対する
令和元年11月17日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。
４ 被告Ｂ１は、原告Ａ４に対し、11万円及びこれに
対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
５ 被告Ｂ２は、原告Ａ４に対し、５万5000円及びこ
れに対する令和元年11月17日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
６ 被告Ｂ３は、原告Ａ４に対し、16万5000円及びこ
れに対する令和元年11月17日から支払済みまで
年５分の割合による金員を支払え。
７ 被告Ｂ１は、原告Ａ１に対し、11万円及びこれに
対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
８ 被告Ｂ２は、原告Ａ１に対し、22万円及びこれに
対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
９ 被告Ｂ１は、原告Ａ２に対し、11万円及びこれに
対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
10 被告Ｂ１は、原告Ａ５、Ａ６及びＡ７に対し、それ
ぞれ３万3000円及びこれに対する令和元年11月17
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
11 被告Ｂ２は、原告Ａ２、Ａ５、Ａ６及びＡ７に対し、
それぞれ５万5000円及びこれに対する令和元年11
月17日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
12 原告Ａらのその余の請求をいずれも棄却す
る。

通報者を特定するために呼出し等を行い調査を行った行為は、通報者を特定しようとす
る行為であって違法性を有する。また、地区会の除名処分は、原告Ａらを排除する目的で
行われたものであって違法性を有する。

－
TKＣ

25591030
87 福岡地裁

令和元年
（ワ）第3572
号

原告Ａ１ないし原告Ａ７及び被告Ｂ11ないし被告Ｂ３はいずれも郵
便局長であったが、原告Ａ１ないし原告Ａ６は、被告Ｂ１の子である
郵便局長がコンプライアンス違反をしていること等を内容とする内
部通報を行ったことに関し、被告Ｂらが内部通報に関与したか否か
の回答を強要したこと等が不法行為に当たるとして損害賠償請求
した事案。

１ 被告Ｂ１、Ｂ２及び被告Ｂ３は、原告Ａ３に対し、連帯して、
750万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。
２ 被告Ｂ１、Ｂ２及び被告Ｂ３は、原告Ａ４に対し、連帯して、
550万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。
３ 被告Ｂ１及びＢ２は、原告Ａ１に対し、連帯して、550万円及
びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
４ 被告Ｂ１及びＢ２は、原告Ａ２に対し、連帯して、350万円及
びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
５ 被告Ｂ１及びＢ２は、原告Ａ５に対し、連帯して、250万円及
びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
６ 被告Ｂ１及びＢ２は、原告Ａ６に対し、連帯して、250万円及
びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
７ 被告Ｂ１及びＢ２は、原告Ａ７に対し、連帯して、250万円及
びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。

令和３年10月18日

令和３年10月22日
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№ 判決日 裁判所 事件番号 事案の概要 原告等の請求 主文要旨 判旨
関係裁判例
等

掲載データ
ベース

Ｄ1
28301919

88 横浜地裁
平成30年
（ワ）第3377
号

被告Ｂの従業員であった原告Ａ１、原告Ａ２が、被告Ｂから減給処
分を受けた後に解雇された事案。
原告Ａ１、原告Ａ２らがこれらの減給処分及び解雇がいずれも無
効であると主張して、被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する地
位にあることの確認を求めるとともに、減給処分前の賃金額から支
払済みの金員を控除した残金及びこれらに対する各支払期日の
翌日から支払済みまで、令和２年４月１日より前に履行期が到来す
る部分については平成29年法律第45号による改正前の商法514条
所定の年６分の割合、同日以降に履行期が到来する部分について
は民法所定の年３分の割合による遅延損害金の支払を求めた事
案。

１　原告Ａ１、Ａ２が被告Ｂに対し、労働契約上の権利を有する
地位にあることを確認する。
２ 減給処分前の賃金額から支払済みの金員を控除した残
金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで、
令和２年４月１日より前に履行期が到来する部分については
年６分の商事法定利率、同日以降に履行期が到来する部分
については民法所定の年３分の割合による遅延損害金の支
払え。

１ 原告Ａ１が、被告Ｂに対し、労働契約上の権利
を有する地位にあることを確認する。
２ 被告Ｂは、原告Ａ１に対し、以下の金員を支払
え。
（１） 平成29年４月５日から同年５月５日まで毎月
５日限り31万1140円及びこれらに対する各支払期
日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金
員。
（２） 平成29年６月５日から令和２年３月５日まで
毎月５日限り71万1140円及びこれらに対する各支
払期日の翌日から支払済みまで年６分の割合によ
る金員。
（３） 令和２年４月５日から本判決確定の日まで毎
月５日限り71万1140円及びこれらに対する各支払
期日の翌日から支払済みまで年３分の割合による
金員。
３ 原告Ａ２が、被告Ｂに対し、労働契約上の権利
を有する地位にあることを確認する。
４ 被告Ｂは、原告Ａ２に対し、以下の金員を支払
え。
（１） 平成29年４月５日から同年８月５日まで毎月
５日限り32万円及びこれらに対する各支払期日の
翌日から支払済みまで年６分の割合による金員
（２） 平成29年９月５日から令和２年３月５日まで
毎月５日限り72万円及びこれらに対する各支払期
日の翌日から支払済みまで年６分の割合による金
員。
（３） 令和２年４月５日から本判決確定の日まで毎
月５日限り72万円及びこれらに対する各支払期日
の翌日から支払済みまで年３分の割合による金
員。

パチンコ台の不正操作を原告Ａらが録画し警察へ告発し、当該告発によってパチンコ店
が閉店に追い込まれたので解雇事由に当たるという被告Ｂの主張について原告Ａ２によ
り撮影された遊技釘の調整行為は、風営法20条10項の準用する同法９条１項に違反し、
同法違反の犯罪構成要件にも該当するものであって（同法50条１項１号、56条）、公益通
報者保護法２条３項１号に定める通報対象事実に該当するのであって、原告Ａ２が本件
撮影を行い、原告Ａらが警察署に対し遊技釘の調整に関する告発を行ったことを理由とし
て原告Ａらを解雇することは許されない（公益通報者保護法３条２号）とし、普通解雇は無
効と判断した。

－令和４年４月14日
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